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九
五

0
年
代
に
お
け
る
「
民
族
資
産
階
級
」

|
|
中
園
民
主
建
園
舎
の
反
右
汲
闘
争
か
ら
考
え
る
|
|

に
つ
い
て

オiく

~~ 

男

は

じ

め

に

一
研
究
史
に
つ
い
て

二
章
乃
器
の
言
論
活
動
と
そ
の
批
判

(
1
)

「
百
花
斉
放
・
百
家
争
鳴
」
期
(
一
九
五
六
年
四
月
l
五
七
年
五
月
)

(
2
)

「
反
右
汲
闘
争
」
の
開
始
(
一
九
五
七
年
五
・
六
月
)

三
上
海
民
建
の
章
乃
器
批
判
と
そ
の
意
味

(
1
)

上
海
に
お
け
る
章
乃
器
批
判
の
展
開
過
程

(
2
)

民
建
卜
海
市
委
員
舎
に
お
け
る
章
乃
器
の
支
持
者

お

わ

り

に

98 

は

じ

め

中
華
人
民
共
和
圃
の
成
立
前
後
の
連
績
と
非
連
績
に
つ
い
て
は
、
中
国
革
命
の
世
界
史
的
な
意
義
を
強
調
す
る
立
場
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、

中
華
人
民
共
和
国
に
批
判
的
な
立
場
を
と
る
人
び
と
か
ら
も
、
十
分
に
研
究
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
研
究
賦
況
に

再
検
討
を
求
め
る
こ
と
に
な
っ
た
の
が
、
久
保
亨
編
著
「
一
九
四
九
年
前
後
の
中
園
』
(
汲
古
書
院
、
二
O
O
六
年
)
で
あ
っ
た
。
そ
の
な
か
で



筆
者
は
民
主
建
国
命
日
(
一
九
五
二
年
に
中
園
民
主
建
園
舎
と
改
稿
。
以
下
、
民
建
と
略
稽
)
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
が
成
立
し
た
一
九
四
五
年
か
ら
中
共

(
l
)
 

が
「
過
渡
期
の
線
路
線
」
を
提
起
し
た
五
三
年
ま
で
の
活
動
に
つ
い
て
初
歩
的
に
考
察
し
た
(
以
下
、
奮
稿
)
0

そ
れ
は
考
察
針
象
と
し
た
時
期
の
「
民
族
資
産
階
級
」
|
|
彼
ら
は
中
園
枇
舎
の
な
か
で
最
も
翻
弄
さ
れ
た
枇
舎
屠
の
ひ
と
つ
と
い
え
よ
う

ー
ー
を
、
民
建
が
政
治
的
・
思
想
的
に
代
表
し
て
い
た
と
筆
者
が
考
え
た
こ
と
に
起
因
し
た
。
す
な
わ
ち
今
日
の
中
園
の
「
民
主
薫
祇
」
の
ひ

と
つ
で
あ
る
こ
の
小
黛
抵
は
、

一
九
四
五
年
、
職
業
救
園
舎
抵
の
黄
炎
培
が
、
遷
川
工
商
聯
合
舎
の
胡
版
文
や
、
中
小
工
商
業
者
の
立
場
か
ら

議
論
を
展
開
し
て
い
た
章
乃
器
・
施
復
亮
ら
と
と
も
に
、
重
慶
で
組
織
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
他
の
小
黛
振
と
同
様
に
、
政
治
的
な
民

主
化
を
求
め
た
が
、
経
済
的
に
は
例
外
的
に
「
私
人
の
経
告
は
充
分
な
自
由
を
持
ち
、
さ
ら
に
多
く
の
法
律
の
制
限
を
受
け
な
い
と
主
張
し

(
2
)
 

た
」
の
で
あ
る
。

な
お
「
民
族
資
産
階
級
」
と
い
う
用
語
は
、
極
め
て
政
治
的
な
意
味
合
い
が
強
く
、
そ
れ
ゆ
え
本
稿
で
は
鈎
括
弧
を
附
し
使
用
す
る
が
、
そ
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れ
は
中
共
を
支
持
し
て
(
あ
る
い
は
明
確
な
反
抗
の
意
志
を
一
-
小
さ
ず
に
)
大
陸
に
止
ま
っ
た
商
工
業
者
を
指
し
て
お
り
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
中
小
レ

ベ
ル
の
企
業
経
昔
者
で
あ
っ
た
。
因
み
に
筆
者
は
民
建
を
「
中
小
の
商
工
業
者
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
」
を
代
表
す
る
小
葉
汲
の
一
つ
に
位
置
づ
け

(
3
)
 

て
い
る
。

中
共
の
掲
げ
た
新
民
主
主
義
革
命
論
は
、
「
民
族
資
産
階
級
」
を
も
「
聯
合
濁
裁
」
の
捨
い
手
の
一
っ
と
位
置
づ
け
、
債
乏
な
祉
曾
層
と
の

聞
で
統
一
戦
線
の
構
築
に
成
功
し
た
。
一
九
五

O
年
の
朝
鮮
戦
争
の
開
戦
ま
で
は
、
長
期
に
亘
り
平
和
的
な
手
段
で
世
曾
主
義
へ
移
行
す
る
と

(
4
)
 

の
約
束
が
守
ら
れ
る
可
能
性
も
あ
っ
た
。
菖
稿
で
は
開
戦
に
よ
り
、
「
民
族
資
産
階
級
」
に
封
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
抑
匪
が
始
ま
る
な
か
、
い
か

に
し
て
民
建
が
中
共
の
政
策
と
従
来
の
自
己
の
リ
ベ
ラ
ル
な
慣
値
観
に
基
づ
い
た
嬰
革
構
想
と
を
す
り
あ
わ
せ
よ
う
と
し
た
の
か
を
検
討
し
た

の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
著
者
の
問
題
闘
心
と
は
異
な
り
、
同
書
に
掲
載
さ
れ
た
楊
杢
松
(
大
津
武
彦
誇
)
「
共
産
量
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
政
策
の
轄
嬰
」
は
、
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中
共
は
人
民
共
和
国
成
立
の
首
初
よ
り
自
身
に
よ
る
濁
裁
を
指
向
し
て
い
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
楊
論
文
を
敷
~
約
す
れ
ば
、
中
共
は
一
貫
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し
て
従
来
の
枇
合
主
義
理
論
と
ソ
連
の
経
験
に
依
探
し
た
が
ゆ
え
に
、
資
産
階
級
に
封
す
る
批
判
的
な
立
場
を
と
っ
て
お
り
、
「
民
族
資
産
階

級
」
を
含
む
聯
合
濁
裁
と
は
共
産
黛
の
権
力
奪
取
の
た
め
の
マ
ヌ

l
パ
I
か
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
一
時
的
な
安
協
の
産
物
で
し
か
な
い
。
と
す

れ
ば
一
九
四
九
年
革
命
は
新
民
主
主
義
革
命
で
は
な
く
、
枇
曾
主
義
革
命
と
理
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
行
き
着
こ
う
。

奮
稿
と
楊
杢
松
論
文
と
の
ズ
レ
に
つ
い
て
、
「
一
九
四
九
年
前
後
の
中
国
」
に
封
す
る
書
評
の
な
か
で
、
高
橋
伸
夫
は
楊
窒
松
論
文
の
観
賠

を
基
本
的
に
支
持
し
た
う
え
で
、
冷
戦
構
造
に
お
い
て
中
聞
の
遁
を
賓
現
す
る
「
可
能
性
の
模
索
は
、
多
少
な
り
と
も
現
賓
味
を
帯
び
た
通
行

可
能
な
道
だ
っ
た
の
で
は
な
く
、
早
晩
閉
ざ
さ
れ
て
し
ま
う
遁
だ
っ
た
よ
う
に
思
え
て
く
る
。
自
由
主
義
の
可
能
性
に
つ
い
て
示
唆
し
た
水
羽

氏
が
、
こ
の
論
文
[
H
楊
杢
松
論
文
、
以
下
、
[
]
内
は
筆
者
注
]
を
ど
の
よ
う
に
謹
む
か
、
大
い
に
知
り
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て

(
5
)
 

い
る
。
本
稿
は
そ
う
し
た
氏
の
問
題
提
起
を
念
頭
に
お
き
な
が
ら
も
、
そ
れ
に
直
接
答
え
る
の
で
は
な
く
、
さ
し
あ
た
り
奮
稿
で
論
じ
る
こ
と

の
で
き
な
か
っ
た
一
九
五
三
年
以
後
の
民
建
の
歴
史
に
つ
い
て
、

一
九
五
六
年
に
中
共
が
護
動
し
た
言
論
の
自
由
化
政
策
(
百
家
争
鳴
・
百
花
斉
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放
、
以
下
、
鳴
放
)
か
ら
五
七
年
の
言
論
弾
匡
(
反
右
ほ
闘
争
)
ま
で
を
中
心
に
検
討
す
る
。
そ
れ
は
一
九
四

0
年
代
に
高
揚
し
た
リ
ベ
ラ
リ
ズ

ム
が
、
中
共
に
よ
っ
て
最
終
的
に
伏
流
さ
せ
ら
れ
た
の
が
、

一
九
五
七
年
だ
と
筆
者
は
理
解
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

以
下
、
本
稿
で
は
第
一
節
で
従
来
の
反
右
汲
闘
争
と
章
乃
器
に
閲
す
る
研
究
史
を
ご
く
筒
車
に
概
観
し
な
が
ら
、
本
稿
の
課
題
の
意
味
を
確

認
し
、
第
二
節
で
章
乃
器
の
一
九
四

0
年
代
以
来
の
一
言
論
が
、

一
九
五
七
年
六
月
の
反
右
祇
闘
争
の
過
程
で
ど
の
よ
う
に
封
じ
ら
れ
た
の
か
、

そ
の
批
判
の
過
程
を
可
能
な
限
り
復
元
す
る
。
第
三
節
で
は
章
乃
器
批
判
が
民
建
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
賓
臆
さ
れ
た
の
か
を
、
首
時
最
大
の

経
済
都
市
で
あ
っ
た
上
海
の
民
建
を
舞
蓋
に
再
構
成
す
る
。
そ
れ
は
筆
者
が
上
海
を
「
民
族
資
産
階
級
」
の
政
治
的
な
動
向
を
も
っ
と
も
端
的

(
6
)
 

に
示
す
都
市
だ
と
捉
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
こ
う
し
た
事
賓
の
護
掘
を
通
じ
て
確
認
で
き
る
作
業
仮
説
を
提
示
し
て
本
稿

を
終
え
る
。



研
究
史
に
つ
い
て

従
来
の
反
右
祇
闘
争
に
閲
す
る
研
究
で
は
、
中
共
は
な
ぜ
自
由
化
政
策
か
ら
急
激
に
言
論
弾
匿
に
韓
じ
た
か
に
問
題
の
閥
心
が
集
中
し
た
。

(
7
)
 

こ
こ
で
は
ま
ず
こ
の
賄
に
闘
し
て
、
従
来
の
研
究
を
ご
く
手
短
に
総
括
し
、
筆
者
の
分
析
の
前
提
と
し
て
お
き
た
い
。

言
論
の
白
由
化
を
促
進
し
た
園
内
的
要
因
と
し
て
は
、
枇
舎
主
義
改
造
(
一
九
五
六
年
)
後
の
世
舎
矛
盾
の
蓄
積
の
解
消
の
必
要
性
、
固
際

的
な
要
因
と
し
て
は
ソ
聯
に
お
け
る
ス
タ
ー
リ
ン
批
判
(
五
六
年
二
月
)
の
影
響
が
指
摘
さ
れ
た
。
弾
犀
へ
の
轄
換
の
要
因
は
、
首
該
時
期
の

農
民
な
ど
に
よ
る
中
共
へ
の
抵
抗
の
激
化
に
危
機
感
を
い
だ
い
て
い
た
中
共
が
、

ハ
ン
ガ
リ
ー
動
乱
(
同
年
一

O
月
)
な
ど
の
東
欧
に
お
け
る

反
ソ
傾
向
を
、

ソ
聯
同
様
に
政
策
批
判
で
は
な
く
瞳
制
批
判
だ
と
理
解
し
、

五
七
年
五
月
に
高
揚
し
た
諜
想
外
の
中
共
批
判
に
封
し
て
、
極
め

て
強
い
危
機
感
を
持
っ
た
こ
と
だ
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
反
右
祇
闘
争
の
歴
史
的
意
義
と
し
て
、
こ
の
言
論
弾
匿
に
よ
っ
て
中
共
批
判
を
行
い
う
る
知
識
人
層
が
根
こ
そ
ぎ
に
さ
れ
、
そ
れ
以
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後
の
大
躍
進
政
策
や
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
化
大
革
命
の
護
動
な
ど
を
批
判
し
抑
制
す
る
勢
力
が
完
全
に
消
失
し
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
中
共

の
政
策
の
急
進
化
を
推
し
進
め
る
政
治
僚
件
を
整
備
し
た
の
が
、
こ
の
反
右
祇
闘
争
だ
っ
た
。

他
方
、
右
抵
分
子
と
さ
れ
た
知
識
人
や
「
民
族
資
産
階
級
」
の
議
論
に
つ
い
て
も
、
同
時
代
の
チ
ャ
イ
ナ
ウ
ォ
ッ
チ
ャ
ー
た
ち
の
情
報
収
集

(
8
)
 

を
轄
矢
と
し
て
、
そ
の
概
要
は
ほ
ぼ
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
の
言
説
の
歴
史
的
な
起
源
を
ど
こ
に
求
め
る
べ
き
か
、
ま
た
昔
時
の

思
想
状
況
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
か
な
ど
に
つ
い
て
は
、

い
ま
だ
に
十
分
な
検
討
が
行
わ
れ
て
い
な
い
。

そ
れ
は
一
九
五

0
年
代
研
究
の
課
題
が
、
さ
し
あ
た
り
中
共
の
動
態
分
析
に
お
か
れ
た
た
め
だ
が
、
共
和
国
建
国
後
に
お
い
て
は
、
中
共
に

よ
る
統
合
が
国
家
レ
ベ
ル
で
も
枇
曾
レ
ベ
ル
で
も
進
み
、
右
抵
分
子
の
言
論
が
賓
現
す
る
可
能
性
は
な
い
、
と
判
断
さ
れ
た
こ
と
も
関
係
し
て

い
よ
う
。
だ
が
貰
現
し
な
か
っ
た
可
能
性
の
意
味
を
問
う
こ
と
も
歴
史
亭
の
課
題
の
一
つ
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
意
味
で
は
、

一
九
四

O
年
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代
に
高
揚
し
た
中
園
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
が
伏
流
し
て
ゆ
く
過
程
に
つ
い
て
、

一
九
四
九
年
か
ら
五
七
年
ま
で
を
通
時
的
に
と
ら
え
考
察
し
な
け



678 

れ
ば
な
ら
な
い
。
筆
者
が
奮
稿
の
績
編
と
し
て
本
稿
を
位
置
づ
け
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

筆
者
が
注
目
す
る
民
主
建
国
舎
に
つ
い
て
は
、
そ
の
基
本
的
な
言
説
や
指
導
者
に
つ
い
て
研
究
が
進
め
ら
れ
、
指
導
者
の
な
か
で
は
黄
炎
培

に
つ
い
て
闘
心
が
寄
せ
ら
れ
て
き
た
。
だ
が
、
本
稿
は
一
九
五

0
年
代
後
宇
の
中
園
で
「
民
族
資
産
階
級
」
が
ど
の
よ
う
な
政
治
的
な
環
境
に

置
か
れ
、
そ
の
こ
と
は
い
か
な
る
意
味
を
も
っ
て
い
た
の
か
、
と
い
う
賄
を
検
討
す
る
こ
と
を
第
一
の
課
題
と
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、

(
9
)
 

中
共
と
の
言
論
の
質
的
な
遠
い
を
見
つ
け
に
く
い
昔
時
の
黄
炎
培
ら
と
は
異
な
り
、
反
右
汲
闘
争
で
批
判
に
さ
ら
さ
れ
た
指
導
者
・
章
乃
器
の

一
口
論
こ
そ
が
検
討
に
値
す
る
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。

と
い
う
の
も
章
乃
器
は
一
九
四

0
年
代
か
ら
「
民
族
資
産
階
級
」
の
政
治
的
・
経
済
的
権
利
を
擁
護
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
彼
の

議
論
は
反
右
抵
闘
争
以
前
か
ら
民
建
内
部
で
も
批
判
を
呼
び
起
こ
し
て
お
り
、
民
建
は
章
を
批
判
す
る
こ
と
で
、
昔
時
の
政
治
環
境
の
な
か
で

生
き
延
び
た
か
ら
で
あ
る
。
「
生
費
の
山
羊
」
と
さ
れ
た
章
乃
器
の
思
想
と
、
そ
れ
に
針
す
る
民
建
内
部
の
批
判
の
検
討
は
、
昔
時
の
「
民
族

(
山
)

資
産
階
級
」
を
め
ぐ
る
問
題
の
所
在
を
明
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
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章
乃
器
の
言
論
活
動
と
そ
の
批
判

(
1
)
 
百
花
奔
放
・
百
家
争
鳴
期
(
会
九
五
六
年
四
月
l
五
七
年
五
月
)

周
知
の
よ
う
に
中
共
中
央
は
一
九
五
六
年
四
月
に
鳴
放
を
呼
び
か
け
、
上
か
ら
の
言
論
の
白
由
化
を
進
め
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
五

0
年
代

は
じ
め
か
ら
繰
り
返
さ
れ
た
思
想
改
造
運
動
、
ま
た
胡
遁
や
胡
風
な
ど
特
定
の
個
人
を
封
象
と
し
た
批
判
運
動
を
日
の
首
た
り
に
し
た
知
識
人

ゃ
、
三
反
五
反
運
動
等
々
に
よ
っ
て
最
し
い
批
判
を
受
け
た
「
民
族
資
産
階
級
」
は
総
じ
て
、
こ
の
呼
び
か
け
に
泊
極
的
だ
っ
た
。

一
九
五
六
年
九
月
の
中
共
第
八
回
全
国
代
表
大
曾
は
枇
合
主
義
改
造
の
成
功
を
踏
ま
え
、
「
わ
が
国
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
と
資
本
家
階
級

と
の
あ
い
だ
の
矛
盾
は
基
本
的
に
解
決
さ
れ
、
:
:
:
枇
舎
主
義
の
枇
合
同
制
度
が
わ
が
固
で
基
本
的
に
う
ち
た
て
ら
れ
た
。
:
:
:
い
ま
や
わ
が
園



の
お
も
な
矛
盾
は
、
す
す
ん
だ
工
業
園
を
建
設
し
よ
う
と
す
る
人
民
の
要
求
と
、
お
く
れ
た
農
業
固
で
あ
る
と
い
う
現
賓
と
の
あ
い
だ
の
矛
盾

で
あ
り
、
経
済
・
丈
化
の
急
速
な
護
展
に
封
す
る
人
民
の
要
求
と
、
い
ま
で
も
ま
だ
経
済
・
丈
化
が
人
民
の
要
求
を
み
た
す
こ
と
が
で
き
な
い

(
日
)

と
い
う
現
肢
と
の
あ
い
だ
の
矛
盾
で
あ
る
」
と
指
摘
す
る
に
至
っ
た
。
さ
ら
に
劉
少
奇
は
中
共
黛
員
が
「
ま
じ
め
に
か
れ
ら

7
資
本
家
側
の

人
ぴ
と
]
か
ら
ま
な
び
、

(ロ)

と
ま
で
指
摘
し
た
。

か
れ
ら
の
も
っ
て
い
る
有
盆
な
経
験
と
知
識
を
社
合
目
的
遺
産
の
ひ
と
つ
と
し
て
う
け
つ
が
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
」

こ
う
し
た
情
勢
の
な
か
中
共
中
央
統
一
戦
線
工
作
部
(
以
下
統
戦
部
)
は
八
全
大
舎
を
は
さ
む
七
月
と
一

O
月
に
座
談
合
日
を
聞
き
、
そ
こ
で

章
乃
器
は
①
大
資
本
家
を
排
斥
し
階
級
闘
争
を
作
り
出
す
と
い
う
統
戟
部
の
一
九
五
二
年
の
方
針
を
批
判
し
、
②
こ
れ
ま
で
の
情
け
容
赦
の
な

い
資
本
家
へ
の
攻
撃
を
批
判
し
、
三
反
五
反
時
の
名
春
回
復
を
求
め
、
さ
ら
に
③
非
黛
員
と
黛
員
と
の
封
等
平
等
な
閲
係
を
求
め
た
。
こ
れ
ら

は
翌
年
五
月
か
ら
六
月
に
か
け
て
彼
が
公
開
の
場
で
求
め
た
議
論
の
大
枠
で
あ
っ
た
が
、
章
乃
器
は
す
で
に
抗
日
戦
争
勝
利
直
後
に
お
い
て
、
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①
後
愛
国
で
あ
る
中
国
に
と
っ
て
は
生
産
力
の
増
強
が
第
一
の
課
題
だ
と
繰
り
返
し
強
調
し
、
②
そ
の
賓
現
の
方
策
と
し
て
上
か
ら
の
工
業
化

戦
略
を
提
起
し
て
、
③
国
家
主
導
の
経
済
建
設
に
お
け
る
中
小
資
本
の
役
割
を
重
↓
楓
す
る
と
と
も
に
、
④
農
村
経
済
を
下
支
え
す
る
役
割
を
中

(
N
H
)
 

小
資
本
に
期
待
し
て
い
た
。
共
和
圃
成
立
後
は
民
建
の
イ
デ
オ
ロ

l
グ
と
し
て
、
「
民
族
資
産
階
級
」
の
主
瞳
性
を
引
き
出
す
こ
と
を
目
指
し

た
。
そ
の
音
山
味
で
章
乃
器
の
鳴
放
期
の
政
治
的
要
求
は
、

一
九
四

0
年
代
か
ら
一
貫
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

ま
た
章
乃
器
は
民
建
内
部
で
も
、

一
九
五
六
年
一

O
月
一
七
日
に
公
私
合
管
後
は
「
民
族
資
産
階
級
」
の
二
面
性
は
す
で
に
存
在
し
な
い
、

畳
一
の
愛
園
者
は
必
然
的
に
一
吐
命
日
主
義
者
で
あ
る
、
と
謹
言
し
た
。
だ
が
、
そ
れ
に
封
し
て
は
即
座
に
自
己
批
判
を
促
す
動
き
が
見
ら
れ
、

月
に
か
け
て
纏
績
的
に
章
乃
器
の
問
題
提
起
に
つ
い
て
議
論
が
行
わ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
民
建
は
五
六
年
一
一
一
月
に
第
二
回
中
央
執
行
委
員
舎

で
護
表
し
た
。
そ
こ
で
は
章
乃
器
の
二
面
性
否
定
を
原
則
的
に
批
判
し
た
許
線
新
(
中
共

(
国
)

黛
員
)
と
孫
暁
村
の
評
論
が
、
参
照
す
べ
き
見
解
と
し
て
紹
介
さ
れ
た
。

を
開
催
し
、
そ
の
総
括
を
民
建
の
機
関
誌
「
民
訊
』
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さ
ら
に
一
九
五
七
年
一
月
二
七
日
の
中
共
中
央
、
省
・
市
・
自
治
匝
黛
委
書
記
合
議
の
講
話
で
、
毛
津
東
は
一
部
の
数
授
の
な
か
に
は
「
共
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産
黛
は
い
ら
な
い
」
「
祉
曾
主
義
は
良
く
な
い
」
な
ど
の
デ
タ
ラ
メ
な
意
見
が
出
て
い
る
と
指
摘
し
、
中
国
の
グ
ハ
ン
ガ
リ
ー
事
件
ρ

を
準
備

(
口
)

す
る
動
き
が
あ
る
と
警
告
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
民
建
内
部
に
お
け
る
章
乃
器
に
封
す
る
批
判
的
な
見
解
を
後
押
し
す
る
か

の
よ
う
な
中
共
中
央
の
動
き
も
存
在
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

だ
が
、
三
月
三
日
に
民
建
中
央
常
務
委
員
舎
第
三
回
目
舎
議
は
、
章
乃
器
が
宣
惇
・
教
育
方
面
の
指
導
に
あ
た
る
よ
う
決
定
し
て
お
り
、
彼

(
時
)

の
政
治
的
立
場
は
従
来
ど
お
り
重
頑
さ
れ
て
い
た
。
章
乃
器
と
民
建
内
部
の
中
共
系
幹
部
と
の
聞
に
は
緊
張
関
係
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、

基
本
的
に
は
彼
の
立
場
は
相
躍
に
隼
重
さ
れ
て
い
た
と
え
い
え
よ
う
。

中
共
の
呼
び
か
け
た
言
論
の
自
由
化
に
多
く
の
知
識
人
が
積
極
的
に
封
磨
す
る
よ
う
に
な
っ
た
契
機
は
、
毛
津
東
が
二
月
二
七
日
に
第
二

(
四
)

回
最
高
園
務
(
掻
大
)
合
議
で
行
っ
た
「
人
民
内
部
の
矛
盾
を
正
し
く
慮
理
す
る
問
題
に
つ
い
て
」
だ
っ
た
。
さ
ら
に
一
九
五
七
年
四
月
一

O

(
釦
)

日
附
の
『
人
民
日
報
』
は
、
枇
論
で
積
極
的
に
言
論
の
自
由
化
を
進
め
る
よ
う
主
張
し
た
。
そ
う
し
た
な
か
共
和
圃
成
立
首
初
か
ら
、
章
乃
器

一
九
五
七
年
四
月
一
五
日
に
改
め
て
毛
淳
東
の
「
革
命
は
給
を
書
い
た
り
刺
繍

(
引
)

を
す
る
こ
と
で
は
な
い
」
と
「
そ
の
人
の
道
を
持
っ
て
、
そ
の
人
の
身
を
治
め
る
」
と
の
主
張
を
批
判
し
た
と
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
護
言
は
、

は
毛
淳
東
流
の
「
階
級
闘
争
」
に
達
和
感
を
表
明
し
て
お
り
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直
接
的
に
は
三
反
五
反
運
動
に
お
け
る
「
民
族
資
産
階
級
」
に
封
す
る
行
き
過
ぎ
た
庭
罰
に
封
す
る
「
名
署
回
復
」
の
要
求
を
も
音
山
味
し
て
お

り
、
昔
時
の
代
表
的
な
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
羅
隆
基
ら
の
議
論
と
論
調
を
一
に
し
て
い
た
。

五
月
に
入
る
と
一
日
に
中
共
が
「
整
風
運
動
」
を
護
動
し
た
こ
と
が
公
に
さ
れ
、
そ
れ
を
支
援
す
る
た
め
に
言
論
の
白
由
化
の
呼
び
か
け
が

(

沼

)

(

お

)

本
格
化
す
る
。
こ
の
動
き
に
釘
し
て
飽
く
ま
で
民
建
は
慎
重
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
だ
が
中
共
は
民
建
の
口
も
こ
じ
開
け
た
。
一
九
五
七
年
五

月
八
日
、
中
共
統
戟
部
は
、
各
民
主
黛
抵
の
責
任
者
と
無
黛
抵
民
主
人
士
を
召
集
し
て
座
談
舎
を
暴
行
し
た
。
こ
の
合
議
は
六
月
三
日
ま
で
一

(
叫
)

三
回
に
亙
っ
て
聞
か
れ
、
七

O
鈴
人
の
黛
外
人
士
が
謹
言
し
た
と
さ
れ
る
。

章
乃
器
も
一
九
五
七
年
五
月
八
日
に
資
本
家
の
「
泊
極
性
」
を
避
け
る
、
必
要
性
を
強
調
し
て
、
四
月
一
一
一
一
日
附
「
人
民
日
報
』
枇
説
を
批
判

(
お
)

し
、
次
の
よ
う
に
指
摘
し
た
。



こ
の
種
の
[
日
民
建
内
部
の
中
共
黛
員
の
]
セ
ク
ト
主
義
は
有
形
無
形
に
存
在
し
て
い
る
。
幾
人
か
の
人
は
共
産
黛
の
黛
員
で
あ
る
こ
と
を

威
張
り
、
共
産
黛
を
代
表
し
て
指
導
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
民
建
内
部
に
お
い
て
、
幾
人
か
の
人
が
待
っ
て
い
る

[
中
共
焦
口
貝

と
]
異
な
っ
た
意
見
は
、
思
う
存
分
に
[
言
、
つ
こ
と
が
]

で
き
ず
、
[
彼
ら
は
]
「
園
剣
」
を
受
け
る
こ
と
を
恐
れ
て
い
る
。
:
:
:
こ
の
よ
う

で
は

[
u
u
祉
舎
主
義
改
造
に
至
る
過
程
で
さ
ま
ざ
ま
な
困
難
を
受
け
入
れ
て
き
た
民
族
資
産
階
級
を
「
換
骨
奪
胎
」
す
る
と
い
う
品
以
後
主
義
を
「
人
民
日

報
」
献
説
が
掲
げ
て
は
]
、
た
だ
民
族
資
産
階
級
の
卑
屈
さ
を
助
長
す
る
だ
け
で
、
ど
ん
な
良
い
と
こ
ろ
も
な
い
。

(
お
)

同
月
一
四
日
に
は
次
の
よ
う
な
中
共
の
採
用
す
べ
き
指
導
論
を
提
起
し
た
。

薫
組
織
は
演
劇
の
演
出
家
で
あ
り
、
固
家
機
構
は
役
者
、
舞
重
美
術
と
管
理
の
た
め
の
人
材
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
演
出
家
は
一
般
的

に
は
自
分
が
舞
墓
に
あ
が
る
必
要
は
な
く
、
さ
ら
に
舞
童
美
術
や
管
理
人
員
に
代
る
べ
き
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
黛
組
織
は
白
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己
の
頭
脳
を
さ
ら
に
は
っ
き
り
と
さ
せ
、
指
導
を
よ
り
全
面
的
・
主
動
的
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

五
月
一
五
日
か
ら
六
月
八
日
ま
で
は
、
中
共
統
戟
部
と
園
務
院
第
八
灘
公
室
が
聯
合
し
て
、
全
園
の
商
工
業
者
に
よ
る
座
談
合
を
開
催
し
、

(
幻
)

二
五
回
の
合
議
で
、
一

O
八
人
が
護
言
し
た
と
い
わ
れ
る
。
章
乃
器
は
五
月
二

O
日
に
執
筆
し
た
と
す
る
評
論
の
な
か
で
、
さ
ら
に
次
の
よ
う

(
お
)

に
踏
み
込
ん
だ
護
言
を
行
っ
た
。

中
国
の
民
族
資
産
階
級
は
愛
園
的
で
あ
り
、
そ
れ
は
国
民
経
済
の
回
復
と
枇
舎
主
義
の
建
設
の
な
か
で
、

み
な
一
定
の
積
極
的
な
作
用
を

起
す
こ
と
が
出
来
る
。
:
:
:
思
想
教
育
の
指
導
の
面
で
か
え
っ
て
、

や
や
も
す
れ
ば
倣
慢
・
自
惚
れ
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
で
人
を
抑
匿
し
、
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彼
ら
の
積
極
性
を
充
分
に
護
揮
す
る
の
を
邪
魔
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
積
極
さ
は
い
さ
さ
か
の
倣
慢
さ
を
帯
、
び
る
の
で
あ
り
、
細
川
じ
て
消
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極
的
で
あ
る
こ
と
よ
り
、
は
な
は
だ
し
く
は
「
竿
積
極
性
」
が
帯
び
る
虚
僑
よ
り
は
良
い
こ
と
に
思
い
至
る
べ
き
で
あ
る
。

(
2
)
 
反
右
汲
闘
争
の
開
始
(
一
九
五
七
年
五
・
六
月
)

現
在
確
認
で
き
る
史
料
で
も
っ
と
も
早
く
、
毛
津
東
が
鳴
放
の
な
か
に
危
険
な
傾
向
を
感
じ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
は
、
五
月
一
一
一
日
の

林
克
の
日
記
(
手
稿
本
)
だ
と
言
わ
れ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
毛
は
林
に
封
し
て
、
章
乃
器
・
羅
隆
基
・
章
伯
鈎
・
陳
銘
植
を
名
指
し
、
中
共
の

(
泊
)

指
導
を
揺
る
が
せ
か
ね
な
い
言
論
を
展
開
し
て
い
る
と
批
判
し
て
い
る
。

さ
ら
に
五
月
一
五
日
に
は
、
毛
津
東
が
「
事
態
は
嬰
化
し
つ
つ
あ
る
」
に
お
い
て
、
黛
外
の
知
識
人
の
う
ち
右
祇
が
一

l
一
O
パ
ー
セ
ン
ト

を
占
め
て
お
り
、
修
正
主
義
に
封
す
る
批
判
に
意
を
注
ぐ
べ
き
で
あ
る
と
指
摘
し
、
こ
の
毛
津
東
の
丈
章
は
護
表
前
に
幹
部
の
閲
覧
に
供
せ
ら

れ
た
と
さ
れ
る
。
同
月
一
六
日
に
は
中
共
中
央
が
「
目
前
の
黛
外
人
士
の
批
判
に
封
麿
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
指
示
」
を
護
し
、
右
汲
を
孤
立

(
鈎
)

さ
せ
る
た
め
の
闘
い
を
進
め
る
よ
う
惇
達
し
た
。
具
瞳
的
に
、
章
乃
器
が
反
右
抵
闘
争
の
封
象
と
し
て
明
示
さ
れ
た
の
は
、
一
九
五
七
年
五
月

(
況
)

二
七
日
に
郡
小
平
が
省
・
市
・
自
治
匝
書
記
舎
議
で
行
っ
た
講
話
の
な
か
で
あ
っ
た
。
六
月
五
日
に
、
毛
淳
束
が
民
建
の
最
高
指
導
者
・
黄
炎

(

刊

以

)

培
に
封
し
て
、
章
乃
器
・
章
伯
鈎
・
羅
隆
基
ら
を
右
振
と
-
認
定
し
た
と
さ
れ
る
が
、
五
月
末
に
は
章
乃
器
批
判
は
準
備
さ
れ
て
い
た
と
考
え
て
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差
し
支
え
な
か
ろ
う
。

こ
う
し
た
準
備
期
間
を
経
て
、
六
月
一
日
に
中
共
統
戦
部
が
民
主
黛
抵
の
中
央
責
任
者
と
無
黛
汲
民
主
人
士
を
招
集
し
た
座
談
合
で
、
何
香

凝
は
「
口
で
は
世
合
主
義
を
唱
え
る
が
、
心
が
向
か
う
と
こ
ろ
は
資
本
主
義
、
頭
の
な
か
で
憧
れ
る
の
は
欧
米
式
の
政
治
と
い
う
人
た
ち
が
い

(

明

日

)

る
。
私
は
彼
ら
を
右
振
と
認
定
す
る
」
と
の
書
面
談
話
を
提
出
し
た
。
こ
れ
が
首
面
す
る
園
内
問
題
に
閲
し
て
、
「
人
民
日
報
」
紙
上
で
も
つ

と
も
は
や
い
時
期
に
提
起
さ
れ
た
「
右
祇
問
題
」
で
あ
っ
た
。

何
香
凝
は
周
知
の
よ
う
に
、
圃
民
薫
革
命
委
員
舎
の
指
導
者
で
、
圃
民
黛
左
汲
の
代
表
的
政
治
家
・
屡
仲
憧
の
婦
人
、
そ
し
て
共
産
黛
員
・

摩
承
志
の
母
親
で
あ
る
が
、
彼
女
の
口
か
ら
右
抵
へ
の
批
判
が
護
せ
ら
れ
た
段
階
で
、
中
共
の
反
右
汲
へ
の
動
き
が
事
責
上
公
に
さ
れ
た
と
い



え
よ
う
。
四
日
の
林
克
の
日
記
に
よ
れ
ば
、
こ
の
日
毛
津
束
は
右
抵
は
蒋
介
石
・
帝
圃
主
義
と
「
共
同
の
貼
」
を
持
つ
と
断
罪
し
、
右
抵
へ
の

「
全
面
進
攻
」
の
開
始
を
決
め
た
。

人
民
共
和
国
成
立
以
前
は
リ
ベ
ラ
ル
な
傾
向
が
強
い
と
さ
れ
、

(
お
)

と
思
わ
れ
る
『
大
公
報
』
に
お
け
る
章
乃
器
批
判
の
晴
矢
は
、
六
月
六
日
で
あ
っ
た
。
こ
の
日
、
民
建
内
部
で
そ
の
後
の
反
右
汲
闘
争
で
章
乃

(
部
)

器
批
判
の
急
先
鋒
と
な
る
呉
大
現
が
、
「
章
乃
器
の
謹
言
に
不
同
意
で
あ
る
と
」
指
摘
し
た
こ
と
が
報
道
さ
れ
た
。

一
九
五

0
年
代
に
お
い
て
も
知
識
人
と
り
わ
け
そ
の
上
層
に
入
試
が
あ
っ
た

こ
う
し
て
中
共
中
央
が
「
右
汲
分
子
の
進
攻
に
封
し
力
量
を
組
織
し
、
反
撃
を
準
備
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
指
示
」
を
護
し
た
六
月
八
日
、

『
人
民
日
報
』
が
枇
論
「
こ
れ
は
な
ぜ
か
?
」
に
お
い
て
、
謹
惜
吾
を
批
判
し
た
慮
郁
文
に
針
し
て
何
者
か
が
脅
迫
賦
を
送
り
つ
け
た
こ
と
を

紹
介
し
、
右
祇
に
よ
る
革
命
勢
力
へ
の
攻
撃
の
可
能
性
を
示
唆
し
た
。
こ
こ
か
ら
革
命
の
防
衛
が
中
共
と
人
民
の
任
務
と
さ
れ
る
の
は
首
然
で

あ
ろ
う
。
六
月
八
日
を
反
右
抵
闘
争
の
開
始
と
一
般
に
理
解
す
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
ち
な
み
に
昔
日
の
『
人
民
日
報
」
に
は
、
毛
津
東
の
指
示

(
幻
)

に
よ
り
章
乃
器
批
判
を
目
的
と
す
る
「
「
特
殊
な
材
料
で
で
き
て
い
る
』
に
つ
い
て
|
|
章
乃
器
先
生
と
の
討
論
」
も
掲
載
さ
れ
た
。

こ
う
し
て
六
月
一
八
日
に
は
民
建
中
央
常
務
委
員
曾
第
三
七
回
合
議
が
章
乃
器
の
『
光
明
日
報
」
枇
務
委
員
(
民
建
代
表
)
の
職
務
を
取
り

(
お
)

泊
し
、
替
わ
り
に
孫
暁
村
を
推
薦
す
る
な
ど
、
彼
の
政
治
的
な
活
動
も
封
じ
ら
れ
て
ゆ
き
、
翌
一
九
日
、
次
の
よ
う
な
章
乃
器
批
判
の
典
型
の

(
お
)

ひ
と
つ
が
護
表
さ
れ
た
。

107 

章
乃
器
の
一
系
列
の
荒
唐
無
稽
な
言
論
は
す
で
に
思
想
問
題
で
は
な
く
、
さ
ら
に
理
論
上
の
論
争
問
題
で
も
な
く
、
反
動
的
な
政
治
行
動

の
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
吐
曾
主
義
と
資
本
主
義
と
の
聞
の
二
つ
の
路
線
の
闘
争
で
あ
る
。
:
:
:
わ
れ
わ
れ
は
章
乃
器
の
反
動
的
な
活
動

に
封
し
て
闘
争
す
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
と
右
祇
分
子
と
の
思
想
上
・
行
動
上
の
遣
い
を
明
確
に
し
、
自
分
自
身
を
検
討
し
、
自
分
自
身
を

鍛
練
し
て
立
場
を
し
っ
か
り
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

683 
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さ
ら
に
六
月
二
五
日
民
建
中
央
常
務
委
員
曾
第
三
九
回
舎
議
が
、
「
中
国
民
主
建
園
舎
中
央
常
務
舎
が
全
舎
を
あ
げ
て
整
風
を
展
開
す
る
こ

と
に
関
す
る
決
定
」
を
通
過
さ
せ
、
ま
た
民
建
と
工
商
聯
は
章
乃
器
に
針
す
る
闘
争
の
た
め
の
「
工
作
委
員
曾
」
を
成
立
さ
せ
た
。

上
海
民
建
の
章
乃
器
批
判
と
そ
の
意
味

(
1
)
 
上
海
に
お
け
る
章
乃
器
批
判
の
展
開
過
程

(
叫
)

民
建
の
上
海
市
委
員
舎
は
、
六
月
一
一
一
一
日
附
の
機
関
誌
「
上
海
民
訊
』
で
章
乃
器
批
判
の
必
要
性
を
次
の
よ
う
に
総
括
し
た
。

章
乃
器
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
わ
れ
わ
れ
民
建
の
構
成
員
は
態
度
を
表
明
し
、
こ
の
聞
手
に
身
を
捧
げ
、
民
建
の
組
織
も
態
度
を
表
明
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
:
:
:
闘
争
の
な
か
で
章
乃
器
の
謬
論
を
批
判
し
、
自
己
の
賓
際
と
闘
聯
さ
せ
て
自
分
に
反
薫
反
枇
曾
主
義
の
思
想

が
有
る
か
否
か
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
組
織
に
釘
し
て
、
自
己
に
封
し
て
有
利
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
わ
れ
わ
れ
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の
組
織
の
戦
闘
力
を
強
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

と
は
い
え
反
右
祇
闘
争
が
は
じ
ま
っ
た
六
月
八
日
以
降
で
も
、
九
日
に
章
乃
器
の
「
工
商
改
造
輔
導
工
作
の
い
く
つ
か
の
問
題
に
つ
い
て
」

が

『
大
公
報
」
に
、

一
O
日
附
の

『
工
商
界
』
(
一
九
五
七
年
六
期
)
に
は
「
中
国
民
族
資
産
階
級
の
二
面
性
の
問
題
に
つ
い
て
」
(
執
筆
は
五
月

二
O
日
)
が
護
表
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
文
書
は
中
共
内
部
の
官
僚
主
義
・
セ
ク
ト
主
義
・
主
観
主
義
を
批
判
し
、
「
民
族
資
産
階
級
」

の
一一寸

面
性
」
を
百
定
し
た
文
書
で
あ
り
、
そ
の
後
の
反
右
抵
闘
争
に
お
い
て
章
乃
器
批
判
の
根
擦
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
文
書
が
中

共
中
央
の
言
論
弾
医
方
針
が
決
定
さ
れ
て
以
後
も
殻
表
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
、
章
乃
器
批
判
が
相
首
に
混
乱
し
て
い
た
こ
と
が
伺
え
よ
う
。

こ
う
し
た
筆
者
の
推
論
に
封
し
て
は
、
五
月
中
旬
以
降
の
毛
津
束
は
、
謬
論
を
敢
え
て
公
開
さ
せ
る
と
い
う
方
向
へ
轄
じ
た
の
で
あ
り
特
に



問
題
と
す
る
に
は
及
ば
な
い
、
と
い
う
批
判
も
あ
ろ
う
が
、
他
の
右
祇
分
子
の
批
判
封
象
と
な
っ
た
言
論
の
多
く
が
、
六
月
八
日
ま
で
に
現
れ

て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
多
少
の
達
和
感
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
以
下
に
素
描
す
る
よ
う
に
上
海
の
民
建

に
お
け
る
章
乃
器
批
判
に
は
、
相
嘗
の
混
乱
が
み
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
民
建
上
海
市
委
員
舎
の
機
関
誌
で
あ
る

『
上
海
民
建
』
で
確
認
で
き
る
最
初
の
右
抵
批
判
の
動
き
は
、

一
九
五
七
年
六
月
一
五
日

に
現
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
「
蹟
大
合
議
に
お
い
て
多
く
の
同
志
は
目
前
の
錯
誤
思
想
を
批
判
し
た
企
右
祇
分
子
が
機
に
乗
じ
て
枇
舎
主
義
に

反
封
す
る
こ
と
を
決
し
て
許
さ
な
い
」
と
の
見
出
し
の
も
と
与
は
原
文
の
改
行
を
一
一
小
す
)
、
六
月
一
一
一
日
に
常
務
委
員
合
掻
大
命
日
議
を
聞
き
、(

必
)

「
共
産
薫
の
指
導
に
反
封
し
、
一
吐
曾
主
義
に
反
釘
し
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
指
導
に
反
封
す
る
謬
論
を
痛
切
に
批
判
し
た
」
と
報
道
さ
れ
た
。

だ
が
、
こ
の
段
階
で
は
章
乃
器
へ
の
名
指
し
の
批
判
で
は
な
か
っ
た
。

さ
ら
に
民
建
上
海
市
委
員
舎
の
日
常
活
動
を
康
報
し
た

『
工
作
筒
訊
」

一
一
期
(
一
九
五
七
年
六
月
一

H
l
一
五
日
)
の
手
書
き
原
稿
(
「
底

稿
」
)
に
よ
れ
ば
、
六
月
一
一
一
日
の
掻
大
合
議
で
は
、
一
言
論
の
自
由
化
期
に
お
け
る
「
謬
論
」

へ
の
検
討
の
模
索
が
始
ま
っ
た
に
過
、
ぎ
な
い
。
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す
な
わ
ち
、
こ
の
「
底
稿
」
に
お
い
て
は
こ
の
掻
大
舎
議
で
、
「
い
く
つ
か
の
謬
論
に
封
す
る
た
め
に
四
つ
の
問
題
を
提
出
し
た
」
と
し
な
が

ら
、
最
初
の
一
つ
で
筆
が
止
ま
り
、
こ
の
四
つ
の
問
題
に
関
す
る
丈
章
全
瞳
が
取
り
消
し
線
を
附
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
の
第
一
の
問

題
は

「
謬
論
に
封
す
る
反
批
判
の
展
開
は

「放」

[
U
言
論
の
白
出
化
]
に
有
利
な
の
か
、

そ
れ
と
も
「
放
」
に
不
利
な
の
か
、
あ
る
い
は

「
牧
」
な
の
か
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
問
題
は
「
放
」
を
推
し
進
め
る
立
場
か
ら
立
て
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
決
し
て
、
章

(
必
)

乃
器
批
判
を
具
睦
的
に
計
量
し
て
い
た
の
で
は
な
い
。

(

叫

)

マ

マ

に
も
か
か
わ
ら
ず
六
月
一
一
一
日
に
脱
稿
し
た
こ
の
「
底
稿
」
に
は
、
六
月
一
一
日
に
開
催
さ
れ
た
曾
議
の
内
容
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
記
載

(

河

川

)

が
な
さ
れ
た
。
右
祇
一
般
に
封
す
る
批
判
で
は
な
く
、
章
乃
器
を
名
指
し
し
て
右
抵
分
子
へ
の
批
判
を
開
始
し
た
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
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機
関
支
部
委
員
舎
は
掻
大
合
議
を
聞
き
、
最
近
の
鳴
放
の
な
か
で
現
れ
た
各
種
の
反
祉
曾
主
義
的
な
言
論
に
封
し
て
一
致
し
て
憤
慨
の
意
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を
表
L
、
皆
は
葛
侃
靖
、
儲
安
平
、
章
乃
器
な
ど
の
右
抵
分
子
の
謬
論
に
封
し
て
激
し
く
痛
切
に
批
判
し
た
ほ
か
、
皐
習
を
深
め
て
警
戒

を
強
め
、
立
場
を
確
固
た
る
も
の
に
し
て
境
界
を
明
確
に
し
、

一
切
の
一
吐
合
主
義
に
不
利
な
謬
論
に
向
か
っ
て
断
固
と
し
て
闘
争
を
進
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
。

一
一
一
日
よ
り
民
建
上
海
市
委
員
舎
が
章
乃
器
を
名
指
し
し
て
反
右
祇
闘
争
に
立
ち
上
が
っ
た
か

の
よ
う
な
報
道
は
、
「
一
幣
史
の
ね
つ
造
」
だ
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
同
様
に
七
月
一
一
一
日
に
起
稿
し
た

こ
う
し
た
編
輯
過
程
を
振
り
返
っ
た
と
き
、

『
工
作
筒
報
』

一
二
期
(
一
九
五
七
年
六

月
二
ハ
日
1

三
O
口
)
の
「
底
稿
」
で
は
、
編
輯
作
業
の
進
展
の
な
か
で
、
首
初
は
書
か
れ
て
い
な
か
っ
た
「
章
乃
器
と
境
界
線
を
引
き
、
立
場

を
堅
め
て
、
断
固
と
し
て
闘
争
を
進
め
る
こ
と
を
一
致
し
て
表
示
し
た
」
と
の
句
が
後
に
描
入
さ
れ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
(
六
六
頁
)
。
こ

の
推
蔵
作
業
か
ら
も
、
民
建
上
海
市
委
員
舎
の
幹
部
が
、
な
ん
と
か
反
右
祇
闘
争
の
封
象
に
加
え
ら
れ
な
い
よ
う
に
、
中
共
に
封
し
て
自
ら
の

政
治
的
な
忠
誠
心
を
示
そ
う
と
す
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。

こ
う
し
た
嬰
化
を
促
し
た
中
共
か
ら
の
指
導
は
、

一
一
一
日
か
ら
一
五
日
ま
で
の
聞
に
上
海
民
建
の
幹
部
に
惇
わ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
①

円
U

『
上
海
民
訊
』

の
六
月
一
五
日
の
報
道
で
は
章
乃
器
へ
の
名
指
し
は
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
②
『
大
公
報
』
の
見
出
し
に
初
め
て
「
右
抵
分

支
持
し
た
人
び
と
の
自
己
批
判
が
「
大
公
報
』

子
」
「
階
級
闘
争
」
と
い
う
語
が
出
現
し
た
の
が
、
六
月
一
七
目
だ
っ
た
こ
と
、
③
こ
の
日
か
ら
章
乃
器
批
判
の
具
瞳
化
の
例
と
し
て
、
章
を

(
幻
)

で
掲
載
さ
れ
は
じ
め
た
こ
と
な
ど
か
ら
推
測
す
れ
ば
、
民
建
上
海
市
委
員
舎
で
章
乃
器
批
判
が

具
瞳
化
す
る
の
は
、
六
月
一
六
日
ご
ろ
だ
っ
た
と
考
え
る
の
が
安
昔
、
だ
と
思
わ
れ
る
。

た
だ
し
、
こ
の
時
期
の
上
海
民
建
の
動
向
を
理
解
す
る
う
え
で
不
可
歓
の
史
料
だ
と
思
わ
れ
る
前
掲
「
市
民
建
工
作
日
記
簿
』
(
手
稿
本
)
に

は
、
六
月
一
一
一

l
一
六
日
ま
で
の
記
述
が
な
い
。
破
棄
し
た
形
跡
も
な
く
、
な
ん
ら
か
の
理
由
か
ら
こ
の
時
期
の
記
録
を
残
す
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
、
分
析
を
さ
ら
に
深
め
る
た
め
に
は
新
史
料
の
殻
掘
が
不
可
映
で
あ
る
。
だ
が
、

い
ず
れ
に
し
て
も
中
共
中
央
の
判
断

が
、
た
だ
ち
に
上
海
へ
惇
わ
り
賓
臆
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
確
認
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。



(
2
)
 
民
建
上
海
市
委
員
舎
に
お
け
る
章
乃
器
の
支
持
者

か
か
る
封
磨
は
な
ぜ
も
た
ら
さ
れ
た
の
か
。
こ
の
貼
を
さ
ぐ
る
た
め
に
、
ま
ず
「
章
乃
器
反
動
活
動
に
封
す
る
闘
争
を
進
め
よ
う
」
と
題
す

(
崎
)

る
特
輯
競
と
し
て
護
行
さ
れ
た
六
月
一
一
一
一
日
附
の
『
上
海
民
訊
」
の
内
容
を
確
認
す
る
。
こ
の
特
輯
競
の
な
か
で
特
に
編
輯
者
が
力
を
注
い
だ

と
思
わ
れ
る
の
が
、
六
月
一
九
日
の
座
談
舎
で
お
こ
な
わ
れ
た
曾
員
・
貝
締
華
の
誤
っ
た
意
見
へ
の
「
批
判
」
と
「
援
助
」
を
宣
惇
す
る
こ
と

で
あ
っ
た
。

貝
は
最
終
的
に
は
自
ら
の
過
ち
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
自
己
批
判
の
な
か
で
彼
が
章
乃
器
を
支
持
し
た
理
由
と
し
て
述
べ
た
こ
と

に
、
筆
者
は
興
味
を
も
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
こ
か
ら
は
上
海
民
建
の
混
乱
と
、
章
乃
器
の
言
論
の
支
持
者
が
多
か
っ
た
こ
と
が
う
か

が
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
貝
精
華
が
「
章
乃
器
を
批
判
す
る
よ
う
呼
び
か
け
る
こ
と
は
副
作
用
を
生
じ
、
商
工
業
者

に
必
要
の
な
い
心
配
を
い
だ
か
せ
る
こ
と
に
な
り
、
今
後
、
「
知
っ
て
い
な
が
ら
言
わ
な
い
』
こ
と
に
な
ら
な
い
の
か
」
と
考
え
て
い
た
こ
と

が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
貝
の
「
誤
っ
た
意
見
」
と
し
て
次
の
よ
う
な
護
言
も
紹
介
さ
れ
た
。

私
は
章
乃
器
の
誤
っ
た
思
想
は
人
民
内
部
の
問
題
だ
と
考
え
て
い
る
。
:
:
:
現
在
、
幾
人
か
の
同
志
は
彼
の
言
論
が
示
し
て
い
る
誤
り
の

所
在
に
封
し
て
的
確
に
封
麿
し
て
お
ら
ず
、
問
題
外
の
こ
と
を
論
じ
、
断
章
取
義
の
レ
ッ
テ
ル
を
貼
り
、
あ
る
同
志
は
さ
ら
に
彼
の
過
去

の
ご
く
些
細
な
言
論
を
根
擦
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
本
首
に
私
を
し
て
「
罪
を
着
せ
よ
う
と
思
え
ば
、
方
法
は
い
く
ら
で
も
あ
る
」
と
の

感
想
を
持
た
せ
る
も
の
で
あ
る
。
[
こ
れ
で
は
]
人
に
今
後
、
あ
え
て
思
想
を
表
明
し
な
い
よ
う
に
さ
せ
、
「
知
っ
て
い
て
も
言
わ
な
い
」

こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
人
が
間
違
っ
た
こ
と
を
言
っ
た
と
き
、
た
だ
ち
に
み
な
が
批
判
す
る
の
は
、
「
園
剃
」
で
は
な
く
て
何
な
の
か
?

687 

「
上
海
民
訊
』

の
報
道
は
、
合
員
に
ど
の
よ
う
な
謹
言
が
右
抵
の
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
る
か
を
教
育
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
う
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し
た
意
見
は
決
し
て
貝
だ
け
の
特
殊
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
六
月
四
日
の

『
大
公
報
』

の
枇
読
が
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
、
こ
れ

ま
で
の
中
共
の
思
想
統
制
に
封
す
る
違
和
感
を
表
明
し
て
い
た
。

批
評
の
な
か
で
行
過
、
ぎ
、
事
賓
と
符
合
し
な
い
も
の
だ
け
を
見
れ
ば
、

や
り
切
れ
な
さ
を
感
じ
、
甚
だ
し
き
は
反
護
感
を
生
じ
て
し
ま
う
。

:
:
:
過
去
数
年
の
問
、
人
民
内
部
の
矛
盾
を
解
決
す
る
際
に
、
非
常
に
激
し
く
[
「
狂
風
暴
雨
」
]
冷
酷
無
情
な
批
判
が
現
れ
た
。
敵
封
的

な
闘
争
に
お
い
て
は
、
粗
暴
な
手
段
を
用
い
善
良
な
人
を
誤
っ
て
傷
つ
け
た
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
さ
れ
は
]
ま
た
、
水
遠
に
繰
り
返
し

て
は
な
ら
な
い
誤
り
で
あ
る
。

さ
ら
に
六
月
八
日
の

(
的
)

『
大
公
報
」
に
は
、
次
の
よ
う
な
主
張
も
あ
っ
た
。

つム

過
去
の
幾
人
か
の
指
導
者
の
作
風
は
民
主
的
で
な
か
っ
た
。
反
釘
音
山
見
に
封
し
て
は
常
に
「
一
撃
の
も
と
に
や
っ
つ
け
る
」
で
あ
り
、
そ

れ
ゆ
え
今
日
で
も
、
「
梶
棒
」
に
封
し
て
び
く
び
く
し
て
い
る
。
:
:
:
反
封
音
山
見
に
封
し
て
寛
容
で
あ
る
こ
と
、
こ
れ
は
重
要
な
民
主
的

な
作
風
の
問
題
で
あ
り
、
今
後
の
長
期
の
鳴
放
の
な
か
で
各
人
が
こ
の
作
風
を
養
う
べ
き
で
あ
る
。

他
方
、
中
共
が
章
乃
器
の
路
線
上
の
誤
り
と
定
め
、
上
海
民
建
で
も
大
い
に
喧
惇
さ
れ
た
の
は
、
①
「
民
族
資
産
階
級
」
の
二
面
性
の
否
定
、

②
「
民
族
資
産
階
級
」
が
枇
命
日
主
義
改
造
に
伴
い
差
し
出
し
た
資
産
に
封
す
る
利
息
が
搾
取
で
あ
る
と
認
め
る
こ
と
の
否
定
、
③
「
民
族
資
産

(
日
)

階
級
」
の
改
造
の
必
要
の
否
定
の
一
一
一
酷
で
あ
っ
た
。
同
時
に
中
共
は
「
民
族
資
産
階
級
」
の
支
持
を
得
る
た
め
に
、
鳴
放
そ
の
も
の
は
継
績
す

(
日
)

る
と
強
調
し
て
い
た
。
且
穴
瞳
的
に
は
中
共
お
よ
び
勢
働
者
側
の
経
菅
へ
の
関
わ
り
方
に
封
す
る
批
判
は
認
め
て
い
る
。

だ
が
、
こ
う
し
た
中
共
の
言
論
の
誘
導
と
は
別
の
と
こ
ろ
に
、
「
民
族
資
産
階
級
」
が
章
乃
器
を
支
持
し
た
理
由
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ



る
。
す
な
わ
ち
一
九
五
七
年
五
月
二
一
日
附
の

『
上
海
工
商
』

で
は
、
章
乃
器
と
同
じ
よ
う
に
資
本
家
の
立
場
を
擁
護
し
よ
う
と
し
た
李
康
年

に
封
す
る
批
判
の
有
り
様
が
問
題
調
さ
れ
、
そ
の
批
判
に
は
理
を
説
く
こ
と
、
良
心
の
あ
る
話
を
す
る
こ
と
が
少
な
く
、
簡
単
に
激
高
し
暴
力

(
臼
)

に
訴
え
る
傾
向
が
あ
る
と
の
見
解
が
一
不
さ
れ
た
。
さ
ら
に
五
月
一
八
日
に
は
、
李
康
年
の
問
題
提
起
を
め
ぐ
っ
て
は
賓
事
求
是
で
検
討
し
て
筒

(
日
)

草
に
庭
置
し
で
は
な
ら
ず
、
さ
ら
に
そ
れ
に
一
撃
を
食
ら
わ
せ
て
は
な
ら
な
い
と
強
調
さ
れ
た
。
反
右
汲
闘
争
が
開
始
さ
れ
た
後
の

(
日
)

訊
』
で
さ
え
、
次
の
よ
う
に
報
道
し
て
い
た
。

『
上
海
民

あ
る
人
は
今
回
の
整
風
の
方
法
は
[
暴
風
式
の
闘
争
で
は
な
く
]
「
穣
や
か
な
風
・
細
や
か
な
雨
」
で
あ
り
、
小
さ
な
舎
議
の
方
式
を
採
用

し
、
大
舎
は
聞
か
な
い
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
多
く
の
場
所
で
百
人
以
上
の
大
舎
が
聞
か
れ
、
復
旦
大
皐
の
ご
と
き
は
一
六

O
絵
名
の

大
舎
を
聞
い
て
い
る
。
し
か
も
二
日
日
の
報
告
は
消
息

7
個
人
情
報
]
を
護
表
し
、
匪
力
は
大
き
く
、

い
く
つ
か
の
基
層
車
位
で
は
黒

板
に
批
判
を
書
き
連
ね
、
甚
だ
し
い
場
合
は
ハ
ン
ド
マ
イ
ク
を
使
っ
た
。
こ
れ
は
た
い
そ
う
ひ
ど
い
も
の
で
あ
ろ
う
。

一
九
五
六
年
段
階
で
章
乃
器
の
議
論
は
一
部
の
民
主
人
士
・
資
本
家
の
歌

迎
と
同
情
を
受
け
て
お
り
、
そ
れ
は
章
乃
器
が
中
共
の
「
民
族
資
産
階
級
」
に
封
す
る
行
き
過
ぎ
た
闘
争
を
批
判
し
、
そ
の
過
程
で
無
賓
の
罪

こ
の
貼
に
関
し
て
興
味
深
い
の
は
、
李
維
漢
の
回
想
に
よ
れ
ば
、

で
批
判
・
庭
罰
さ
れ
た
彼
ら
の
名
春
回
復
を
求
め
て
、
中
共
黛
員
と
彼
ら
の
封
等
平
等
な
関
係
を
作
り
出
す
べ
き
だ
と
主
張
し
た
た
め
で
あ
っ

(
日
)

た
。
先
に
紹
介
し
た
貝
蹄
華
も
、
彼
が
章
乃
器
の
影
響
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
き
っ
か
け
と
し
て
、
五
反
の
際
の
章
乃
器
の
資
本
家
擁
護
の

論
争
を
あ
げ
て
い
る
。

と
す
れ
ば
「
章
乃
器
が
設
表
し
た
誤
っ
た
言
論
は
、
工
商
界
に
お
い
て
一
定
の
市
場
を
も
っ
て
お
り
、
彼
の
扇
動
・
挑
護
に
よ
っ
て
、
す
で

(
同
)

に
工
商
界
に
は
思
想
的
混
乱
が
引
き
起
こ
さ
れ
、
「
吐
ム
胃
主
義
改
造
の
事
業
に
危
害
を
奥
え
て
い
る
」
と
さ
れ
た
の
は
、
章
乃
器
の
「
民
族
資
産

689 

階
級
」
の
個
別
の
権
利
を
め
ぐ
る
議
論
と
い
う
よ
り
も
、
中
共
の
こ
れ
ま
で
の
政
治
指
導
そ
の
も
の
へ
の
批
判
的
な
言
論
だ
っ
た
の
で
は
な
か
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ろ
う
か
。
五
反
運
動
に
お
け
る
資
本
家
に
針
す
る
人
権
無
頑
の
取
り
調
べ
の
賓
態
は
、
前
掲
楊
杢
松
論
文
に
詳
し
く
、
本
稿
で
改
め
て
詳
細
に

(
貯
)

紹
介
す
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
こ
の
と
き
の
心
理
的
な
負
携
は
ず
い
ぶ
ん
と
大
き
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
だ
け
に
反
革
命
粛
清
を
も

含
む
、
中
共
の
こ
れ
ま
で
の
政
治
指
導
の
具
躍
的
な
有
り
様
へ
の
批
判
は
強
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

毛
津
東
が
反
右
祇
闘
争
に
先
立
ち
、
反
革
命
謂
清
、
物
慣
、
外
交
政
策
の
三
貼
に
つ
い
て
の
報
這
規
制
を
林
克
に
停
え
た
と
の
記
述
は
、
毛

が
鳴
放
で
提
示
さ
れ
た
言
論
の
う
ち
制
度
改
革
以
外
の
何
を
恐
れ
た
か
を
示
し
て
い
る
。
章
乃
器
は
章
伯
鈎
や
羅
隆
基
ら
と
は
異
な
り
、
人
民

共
和
国
の
政
治
制
度
の
民
主
的
な
嬰
革
を
求
め
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
ら
と
愛
わ
ら
な
い
巌
し
い
批
判
を
受
け

た
の
は
、
中
共
の
指
導
の
有
り
様
を
個
々
の
国
民
の
人
権
の
擁
護
と
い
う
立
場
か
ら
批
判
し
、
潜
在
的
に
中
共
の
大
陸
統
治
の
脅
威
と
な
り
う

る
「
民
族
資
産
階
級
」
の
支
持
を
得
て
い
た
た
め
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

お

わ

り

114 

章
乃
器
へ
の
批
判
運
動
の
展
開
は
民
建
に
と
っ
て
大
き
な
政
治
的
な
塵
力
と
な
っ
た
。
と
い
う
の
も
「
民
建
の
綱
領
を
起
草
す
る
と
き
に
、

胡
厭
丈
は
章
乃
器
に
踊
さ
れ
、
湯
帯
因
も
ま
た
彼
に
肱
わ
さ
れ
た
。
朱
企
章
は
彼
に
愚
弄
さ
れ
一
暖
昧
に
な
っ
た
と
ヨ
一
口
っ
た
」
と
い
う
よ
う
な
議

(
印
)

論
も
現
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
反
右
祇
闘
争
に
お
い
て
は
、
そ
の
批
判
釘
象
と
な
っ
た
人
物
の
抗
日
戦
争
や
戦
後
の
内
戦
期
に
お
け
る
経
歴
が
輝

か
し
け
れ
ば
輝
か
し
い
ほ
ど
、
彼
ら
の
反
一
吐
命
日
主
義
・
反
革
命
性
が
湖
及
的
に
一
九
二

0
年
代
・
三

0
年
代
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
に
な
っ
た

が
、
民
建
も
そ
の
創
立
か
ら
章
乃
器
の
誤
っ
た
思
想
に
舷
わ
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
成
立
以
来
の
歴
史
を
全
面
的
に
総
括
す
る
必
要
が

あ
る
と
捉
え
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。

民
建
・
工
商
聯
に
よ
っ
て
膨
大
な
宣
偉
物
が
作
成
さ
れ
配
布
さ
れ
、
章
乃
器
に
封
し
て
最
し
い
批
判
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、

(ω) 

そ
う
し
た
政
治
朕
況
に
起
因
し
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
中
共
統
治
下
の
知
識
人
に
と
っ
て
、
自
ら
の
信
じ
る
政
治
的
な
債
値
を
ま
も
る

た
め
に
相
互
に
聯
携
を
と
る
こ
と
の
難
し
さ
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。
自
分
の
生
活
を
守
る
た
め
に
は
、
他
者
を
札
弾
し
て
中
共
へ
の
忠
誠
を



示
す
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
政
治
的
環
境
の
も
と
「
知
識
人
の
統
一
戦
線
」
の
形
成
は
、
こ
の
段
階
で
ほ
と
ん
ど
可
能
性
が
無

く
な
っ
た
。
だ
が
、
そ
の
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
が
指
弾
す
る
資
格
も
必
要
も
な
か
ろ
う
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
周
知
の
よ
う
に
章
乃
器
は
他
の
「
右
祇
分
子
」
と
認
定
さ
れ
た
知
識
人
と
は
異
な
り
、
自
分
の
誤
り
を
な
か
な
か
認
め

な
か
っ
た
。
そ
れ
だ
け
批
判
の
ボ
ル
テ
ー
ジ
は
あ
が
っ
た
の
だ
が
、
そ
う
し
た
章
乃
器
の
確
信
は
ど
こ
に
求
め
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

筆
者
は
こ
の
貼
に
つ
い
て
、
彼
の
個
性
の
問
題
以
上
に
、
章
乃
器
が
一
貫
し
て
生
産
力
が
低
次
の
レ
ベ
ル
に
あ
る
中
園
に
お
い
て
は
資
本
主

(
引
)

義
の
護
展
が
必
要
で
あ
る
と
し
た
劉
少
奇
の
一
九
四
九
年
春
の
天
津
講
話
を
理
論
的
な
根
擦
と
し
た
貼
に
着
目
し
て
い
る
。
首
時
は
さ
ら
に
そ

れ
に
五
六
年
の
八
全
大
舎
の
決
議
が
加
わ
っ
た
。
章
乃
器
の
主
観
に
お
い
て
は
、
彼
は
全
く
中
共
中
央
の
路
線
の
枠
内
、
少
な
く
と
も
劉
少
奇

の
言
論
の
枠
内
で
行
動
し
て
い
た
に
過
ぎ
な
い
。

さ
ら
に
五
七
年
四
月
二
七
日
に
な
る
と
、
上
海
市
委
幹
部
大
舎
で
劉
少
奇
が
「
如
何
に
人
民
内
部
の
矛
盾
を
正
確
に
慮
理
す
る
か
」
に
つ
い

て
講
話
を
し
、
「
園
内
の
主
要
な
階
級
闘
争
は
す
で
に
基
本
的
に
終
了
し
」
、
人
民
内
部
の
矛
盾
を
敵
封
的
な
矛
盾
と
し
て
慮
理
す
る
観
貼
は
誤

(
町
出
)

り
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。
そ
れ
は
前
年
の
八
全
大
舎
の
決
定
を
改
め
て
強
調
す
る
も
の
で
あ
り
、
章
乃
器
や
「
民
族
資
産
階
級
」
を
大
い
に
勇

気
づ
け
る
も
の
と
な
っ
た
ろ
う
。

ま
た
李
維
漢
を
部
長
と
す
る
中
共
統
戟
部
も
、

一
九
五
七
年
一
月
一
七
日
、
民
建
の
第
二
田
中
央
執
行
委
員
舎
に
お
け
る
章
乃
器
の
「
民
族

(
日
)

そ
の
意
義
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
評
慣
し
て
い
た
。

資
産
階
級
」
の
二
面
性
の
否
定
な
ど
を
取
り
上
げ
、
原
則
的
に
は
誤
り
と
し
な
が
ら
も
、

彼

[
H
章
乃
器
]
は
ま
た
確
賓
に
わ
れ
わ
れ
の
工
作
の
紋
黙
と
偏
り
を
掌
握
し
て
お
り
、
特
に
彼
は
あ
え
て
資
産
階
級
を
代
表
し
て
公
開

的
に
先
鋭
に
批
評
し
闘
争
を
お
こ
な
い
、
わ
れ
わ
れ
を
し
て
深
刻
に
わ
れ
わ
れ
の
工
作
の
歓
貼
を
知
ら
せ
て
く
れ
、

タ
イ
ミ
ン
グ
よ
く
資

産
階
級
の
動
向
を
気
づ
か
せ
て
く
れ
る
。
こ
れ
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
完
全
に
有
利
で
あ
る
。
章
乃
器
の
こ
の
方
面
の
積
極
的
な
作
用
と
、

691 

潔
く
わ
れ
わ
れ
の
向
こ
う
を
張
る
積
極
性
は
、
攻
撃
す
べ
き
で
な
い
だ
け
で
な
く
重
視
す
べ
き
で
あ
る
。
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章
乃
器
の
批
判
が
決
定
的
と
な
っ
た
六
月
末
で
さ
え
、
中
共
の
上
海
市
委
員
舎
で
は
右
祇
分
子
に
針
す
る
同
情
的
な
立
場
が
示
さ
れ
た
と
い

(
臼
)

ぅ
。
さ
ら
に
一
九
五
七
年
二
一
月
二
日
か
ら
一
六
日
ま
で
聞
か
れ
た
第
九
回
全
国
統
一
戦
線
工
作
舎
議
に
お
い
て
、
劉
少
奇
は
目
前
の
黛
の
統

一
戦
線
工
作
で
は
お
そ
ら
く
「
左
」
の
誤
り
を
容
易
に
犯
し
や
す
く
、
「
左
」
で
あ
れ
ば
皆
は
す
べ
て
賛
成
し
、
右
汲
に
配
慮
す
る
必
要
が
な

(
出
)

い
と
い
え
ば
、
皆
す
べ
て
拍
手
す
る
な
ど
と
状
況
を
説
明
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
貼
を
あ
わ
せ
考
え
る
と
、
中
共
内
部
に
も
章
乃
器
の
議
論
と

共
鳴
す
る
部
分
が
そ
れ
な
り
に
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。

筆
者
は
そ
の
事
賓
こ
そ
が
、
毛
津
東
が
土
早
乃
器
を
名
指
し
で
巌
し
い
批
判
を
展
開
す
る
に
至
る
、
も
う
ひ
と
つ
の
要
因
だ
っ
た
と
考
え
て
い

る
。
彼
を
支
持
し
た
の
は
「
民
族
資
産
階
級
」
だ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

た
し
か
に
中
共
の
内
部
の
支
持
者
あ
る
い
は
章
乃
器
の
議
論
を
容
認
し
た
人
び
と
の
す
べ
て
が
、

リ
ベ
ラ
ル
な
思
想
傾
向
を
持
っ
て
い
た
と

は
言
え
な
い
。
劉
少
奇
ら
権
力
中
植
に
い
た
人
び
と
が
、
リ
ベ
ラ
ル
な
思
想
を
容
認
す
る
と
考
え
る
こ
と
は
、
あ
ま
り
に
ナ
イ
ー
ブ
で
あ
ろ
う
。

ρhυ 

だ
が
た
と
え
ば
右
抵
分
子
に
認
定
さ
れ
た
中
共
薫
員
の
な
か
に
は
、
劉
賓
雁
や
王
若
望
ら
の
ち
に
一
九
八

0
年
代
末
の
民
主
化
運
動
の
指
導
者

と
な
る
こ
と
に
な
る
人
び
と
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。
丸
山
昇
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
資
本
主
義
国
の
メ
デ
ィ
ア
が
十
分
に

鰯
れ
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
民
主
化
運
動
を
弾
医
し
た
の
は
中
共
だ
が
、
そ
の
運
動
を
生
み
出
し
た
力
の
根
源
の
ひ
と
つ
が
中
共
内
部
に
も
存

(
前
)

在
し
て
い
た
。

章
乃
器
の
議
論
に
即
し
て
い
え
ば
、
中
共
内
部
に
も
、
「
民
族
資
産
階
級
」
の
主
睦
性
を
承
認
す
る
方
向
性
は
存
在
し
て
い
た
。
少
な
く
と

も

一
九
五

0
年
代
後
宇
に
お
い
て
は
暴
力
を
と
も
な
う
二
者
捧
一
的
な
「
階
級
闘
争
」
を
批
判
す
る
人
び
と
は
少
な
く
な
か
っ
た
。
も
し

グ
個
の
箪
巌
。
を
基
本
と
す
る
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
が
枇
舎
に
定
着
す
る
か
否
か
が
、

一
人
ひ
と
り
の
園
民
の
主
権
者
と
し
て
の
主
盟
音
、
山
識
と
、
白

己
と
他
者
に
封
す
る
基
本
的
人
権
の
理
解
の
深
度
に
か
か
わ
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、

五
0
年
代
宇
ば
の
中
国
枇
舎
は
わ
れ
わ
れ
が
想
像
す
る
以

上
の
成
熟
度
を
示
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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キ
+
-(

1
)

水
羽
信
男
「
共
和
園
成
立
前
後
の
民
主
建
園
舎
、
一
九
四
五
1
一

九
五
三
年
」
前
掲
久
保
亨
『
一
九
四
九
年
前
後
の
中
園
』

0

(
2
)

許
紀
森
ほ
か
編
『
中
園
現
代
化
史
』
上
海
三
聯
書
庖
、
一
九
九
五

年
、
五
八
九
頁
。
な
お
紙
幅
の
閥
係
で
民
建
に
つ
い
て
の
研
究
史
の

整
理
は
割
愛
す
る
。
詳
し
く
は
奮
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
3
)

水
羽
信
男
『
中
岡
近
代
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
』
東
方
幸
田
町
、
二

0
0

七
年
。

(
4
)

奥
村
折
口
『
中
園
の
現
代
史
|
|
戦
争
と
耐
舎
主
義
』
青
木
書
庖
、

一
九
九
九
年
、
一
一
五
l
六
頁
。

(
5
)

『
近
き
に
在
り
て
』
五
二
競
、
二

0
0
七
年
、
一

O
四
頁
。
な
お

高
橋
伸
夫
は
書
許
に
お
い
て
ブ
ル
ジ
ョ
ア
と
の
用
請
を
無
限
定
に
使

用
し
て
い
る
。
こ
の
用
請
を
高
橋
が
ど
の
よ
う
な
意
味
あ
い
で
使
用

し
て
い
る
か
は
不
明
だ
が
、
「
科
向
学
的
一
枇
舎
主
義
」
の
用
語
に
基
づ

け
ば
、
首
時
の
中
岡
に
は
プ
チ
ブ
ル
ジ
ヨ
ワ
と
の
規
定
が
よ
り
ふ
さ

わ
し
い
層
も
少
な
か
ら
ず
含
ま
れ
て
い
た
。
少
な
く
と
蛍
時
の
民
建

が
主
と
し
て
働
き
か
け
た
封
象
に
は
、
日
本
で
い
え
ば
「
民
主
商
工

舎
」
と
重
複
す
る
規
模
の
中
小
企
業
経
営
者
が
多
数
含
ま
れ
て
い
た

こ
と
を
改
め
て
伴
認
し
て
お
き
た
い
。

(
6
)

筆
者
の
こ
う
し
た
理
解
は
、

H
本
上
海
史
研
究
舎
の
一
聯
の
研
究

成
果
に
基
づ
い
て
い
る
。
さ
し
あ
た
り
、
同
研
究
舎
の
若
手
主
要
メ

ン
バ
ー
で
も
あ
る
岩
間
一
弘
『
演
技
と
宣
俸
の
な
か
で
|
|
上
海
の

大
衆
運
動
と
消
え
ゆ
く
都
市
中
間
層
』
風
響
壮
、
二

O
O
八
年
を
参

昭
…
の
こ
と
。

(
7
)

百
家
争
鳴
・
百
花
斉
放
か
ら
反
右
泳
闘
争
へ
い
た
る
過
程
に
闘
す

る
最
も
詳
細
な
研
究
は
、
沈
志
華
『
思
考
輿
選
捧
・
・
従
知
識
分
子
舎

議
到
反
右
汲
運
動
』
香
港
中
文
大
息
子
中
園
文
化
研
究
所
蛍
代
中
園
文

化
研
究
中
心
、
二

O
O
八
年
で
あ
る
。
本
書
は
未
公
刊
・
未
使
用
の

棺
案
史
料
を
駆
使
し
、
園
外
の
研
究
者
の
追
随
を
許
さ
な
い
貫
詮
研

究
を
行
っ
て
お
り
、
以
下
、
奮
稿
で
も
ば
し
ば
引
用
す
る
。
と
は
い

え
一
九
五
六
l
七
年
の
際
史
過
程
の
基
本
的
な
枠
組
み
に
つ
い
て
は
、

以
下
の
文
献
も
参
照
さ
れ
た
い
。

Z
氏
自
白
岡
山
可
包
口
出
回
叫

(
u
b
s
s

E
S与
え
8
2
b
-
Q
h
H
E
A
V

ミ
Hb内

b
a
H
N

コh
b
h
N
h
h
h民
話
-
V
Q
N
m
s
S
(
u
b
s
b
u

Q
U仇
u
v
h
a
u
(
U
己

2
E
J
H内
句
切
山
間
口

F
Y
5
3
(欣
文
・
唐
明
誇

『
中
閥
的
反
右
運
動
』
華
山
獄
文
塞
出
版
一
吐
、
一
九
八
九
年
)
、
土
屋

英
雄
「
中
園
「
反
右
汲
闘
争
』
研
究
序
説
」
「
中
園
研
究
月
報
」
四

一
八
競
、
一
九
八
二
年
、
田
中
鮮
之
「
一
九
五

0
年
代
中
園
に
お
け

る
祉
舎
主
義
と
自
由
|
|
百
家
争
鳴
か
ら
反
右
汲
へ
」
『
季
刊
中

園
』
一
三
波
、
一
九
八
八
年
(
の
ち
問
中
『
現
代
中
園
の
改
革
』
中

央
大
皐
生
協
出
版
局
、
一
九
九
五
年
に
牧
録
)
、
毛
里
和
子
「
毛
淳

東
政
治
の
起
貼
|
|
百
花
斉
放
・
百
家
争
鳴
か
ら
反
右
採
へ
」
藤
井

昇
三
・
横
山
宏
章
編
『
孫
文
と
毛
津
東
の
遺
産
』
研
文
出
版
、
一
九

九
二
年
な
ど
。

(
8
)

た
と
え
ば
日
本
で
は
、
内
閣
官
房
内
閣
調
査
山
雫
編
『
中
共
人
民
内

部
の
矛
盾
と
整
風
運
動
』
大
薮
省
印
刷
局
、
一
九
五
七
年
が
あ
る
。

そ
の
ほ
か
、
香
港
に
は
陳
権
編
『
「
鳴
放
」
選
翠
』
白
白
出
版
祉
、

一
九
八
五
年
な
ど
が
、
ま
た
米
図
で
も
フ
工
ア
バ
ン
ク
ら
が
序
文
を

執
筆
し
た
、
出
向
当
日
三

H
H
E
5
2
q
E
(目
白
任
。

]
C
H
E
Z名
目
2

0
H
H
r。

(
U
O
E
O
H
H
C
H
Hロ
円
。
白
血
門
戸
ロ
ロ
己
〉
民
自
門
印
自
己

F
o
何
日
早
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〉
出
H
山

口

出

2
0山
H
口
『

(
U
O
E
o
p
h
o遺
言
刊
誌
N
N
h
H
h
b
s
n
N
W
H
U
U
~
V
M
M
U
U
U
-

唱
え
札
ミ
&
町
内
災
遺
言
な
さ
一
N
F
F
S
Qん

vh戸
(UEMr
ロ(日
m
p
呂田∞
ω

出
向
H

〈日
L

d
E
2
5去
、
司
同
2
P
E
G
N
な
ど
が
あ
る
。

(
9
)

章
乃
器
(
一
八
九
七
年
三
月
四
日
l
一
九
七
七
年
五
月
二
二
円
)

は
、
幅
削
江
省
青
田
勝
生
れ
。
幅
削
江
省
立
商
業
向
学
校
を
卒
業
し
た
後
、

街
江
省
賓
業
銀
行
の
見
習
と
な
り
、
そ
の
後
、
副
支
配
人
と
な
る
。

ま
た
濁
皐
と
は
い
え
経
済
皐
を
事
び
、
彼
の
『
中
園
貨
幣
金
融
問

題
』
は
高
く
評
債
さ
れ
た
。
一
九
一
二
六
年
に
は
抗
円
の
た
め
の
救
園

舎
運
動
に
従
事
し
た
た
め
、
園
民
熊
に
よ
り
逮
捕
さ
れ
た
(
「
抗
日

七
君
子
事
件
」
)

0

抗
戦
中
は
安
徽
省
の
財
政
一
勝
長
に
任
じ
た
が
、
園

尽
黛
中
山
火
に
よ
り
解
職
。
そ
の
後
、
重
慶
で
企
業
経
営
に
従
事
す
る

な
ど
し
、
一
九
四
五
年
二
一
月
に
民
主
建
園
舎
の
設
立
に
参
加
し
た
。

一
九
四
九
年
以
後
は
根
食
部
長
な
ど
中
華
人
民
共
和
国
の
指
導
者
の

一
人
と
な
る
も
、
反
右
汲
闘
争
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
化
大
革
命
で
迫

害
さ
れ
た
。
一
九
八
O
年
、
名
誉
回
復
(
山
田
辰
雄
編
「
近
代
中
園

人
名
続
典
』
霞
山
舎
、
一
九
九
五
年
、
二
三
二

l
三
頁
。
執
筆
者

は
一
小
野
正
)
。

(
日
)
史
料
的
に
は
、
章
立
凡
編
「
章
乃
器
文
集
』
上
下
(
華
夏
出
版
枇
、

一
九
九
七
年
)
に
よ
り
、
一
九
三

0
年
代
か
ら
五
0
年
代
ま
で
の
著

作
が
網
羅
的
に
閲
議
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
黙
で
研
究
の
た

め
の
係
件
が
他
の
指
導
者
に
比
較
し
て
整
っ
て
い
る
。
章
乃
器
を
と

り
あ
げ
る
ゆ
え
ん
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

(
日
)
「
中
園
共
産
黛
第
八
同
企
図
代
表
大
舎
の
政
治
報
告
に
つ
い
て
の

決
議
」
『
中
園
共
産
禁
第
八
凶
全
園
代
表
大
合
文
献
集
』
第
一
巻
、

外
文
出
版
祉
、
一
九
五
六
年
、
一
四
六
l
七
百
九
(
た
だ
し
中
共
中
央

文
献
研
究
室
編
「
建
園
以
来
重
要
文
献
選
編
』
第
九
明
、
中
央
文
献

出
版
壮
、
一
九
九
四
年
に
牧
録
さ
れ
た
「
中
国
共
産
量
…
第
八
次
公
園

代
表
大
合
関
於
政
治
報
告
的
決
議
」
一
一
一
四
一
頁
に
基
づ
き
一
部
表
現

を
愛
更
し
た
)
。

(
ロ
)
「
中
園
共
産
黛
第
八
回
全
岡
代
表
大
舎
に
お
け
る
劉
少
奇
副
主
席

の
政
治
報
告
」
(
一
九
五
六
年
九
月
一
五
日
)
日
本
岡
際
問
題
研
究

所
中
園
部
舎
編
「
新
中
園
資
料
集
成
」
第
五
巻
、
日
本
岡
際
問
題
研

究
所
、
一
九
八
一
年
再
版
、
二
二

O
頁。

(
日
)
李
維
漢
『
回
憶
奥
研
究
」
中
共
黛
史
資
料
出
版
祉
、
一
九
八
六
年
、

八
二

0
1
一頁。

(
日
)
奮
稿
七
九
l
八
O
白
(
0

日
本
に
お
け
る
章
乃
器
研
究
は
平
野
正
の

先
駆
的
研
究
の
の
ち
に
は
、
奮
稿
を
除
く
と
筆
者
の
以
下
の
論
孜
が

あ
る
程
度
で
あ
る
。
「
一
九
五

0
年
代
に
お
け
る
章
乃
器
の
言
論
活

動
と
そ
の
搾
折
」
『
史
的
学
研
究
』
一
九
O
競
、
一
九
九

O
年
、
「
現
代

中
岡
に
お
け
る
「
愛
園
」
と
『
民
主
」
」
『
現
代
中
園
」
六
五
披
、
一

九
九
一
年
、
「
章
乃
器
年
譜
(
初
稿
)
」
『
康
島
大
皐
文
向
学
部
紀
要
」

第
五
一
巻
、
一
九
九
二
年
、
水
羽
信
男
「
抗
日
戦
争
と
中
園
の
民
主

主
義
|
|
章
乃
器
の
民
衆
動
員
論
を
素
材
と
し
て
」
『
照
史
評
論
」

五
六
九
抜
、
一
九
九
七
年
。
章
乃
器
の
思
想
の
概
略
に
つ
い
て
は
、

主
と
し
て
以
上
の
研
究
に
撮
っ
て
い
る
。

な
お
中
園
で
は
周
天
度
・
章
立
凡
「
章
乃
器
惇
」
同
天
度
編
『
七

君
子
惇
』
中
園
枇
合
同
科
挙
出
版
社
、
一
九
八
九
年
以
後
、
彼
に
関
す

る
惇
記
的
な
研
究
が
進
み
、
多
く
の
回
想
録
も
著
さ
れ
た
。
近
年
で

は
以
下
の
よ
う
な
業
績
も
現
れ
、
墜
術
研
究
も
進
ん
だ
。
李
玉
剛

「
章
乃
器
経
済
理
論
輿
皐
術
思
想
許
議
」
中
園
枇
舎
科
目
学
院
近
代
史

。。
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研
究
所
編
『
中
園
枇
合
科
皐
院
近
代
史
研
究
所
青
年
皐
術
論
壇
」

二
0
0
0年
巻
、
枇
合
同
科
息
ナ
文
献
出
版
一
吐
、
二

O
O
一
年
、
章
立
凡

「
民
主
憲
政
的
理
想
輿
賓
践
|
|
章
乃
器
輿
民
主
建
園
合
同
的
創
建
」

『
縦
横
』
二

O
O
五
年
二
期
、
本
十
玉
剛
「
源
於
(
貫
践
之
貨
幣
金
融

島
十
回
県
知
|
|
章
乃
器
貨
幣
金
融
事
術
思
想
遮
論
」
中
園
一
肌
合
同
科
皐
院

近
代
史
研
究
所
民
岡
史
研
究
室
・
四
川
師
範
大
学
歴
史
文
化
学
院
編

『
一
九
三

0
年
代
的
中
園
』
上
、
枇
舎
科
的
且
{
子
文
献
出
版
一
靴
、
二

0
0

六
年
、
↓
晶
子
強
『
試
論
章
乃
器
的
経
済
思
想
』
安
徽
師
範
大
向
学
修
士
論

文
、
二

O
O
六
年
な
ど
。

中
岡
の
研
究
は
章
乃
器
の
言
説
に
つ
い
て
は
、
極
め
て
丁
寧
な
昔
、

詮
を
重
ね
て
い
る
が
、
た
と
え
ば
そ
れ
を
中
小
の
商
工
業
者
の
政
治

運
動
と
の
関
聯
か
ら
問
、
つ
と
い
う
姿
勢
は
弱
く
、
筆
者
と
は
問
題
関

心
を
異
に
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
本
稿
で
扱
う
時
期
に
お

け
る
章
乃
器
の
思
想
と
行
動
に
つ
い
て
の
皐
術
的
な
検
討
は
い
ま
だ

十
分
で
は
な
い
。
本
稿
は
上
記
の
研
究
成
果
を
路
ま
え
、
章
乃
器
研

究
を
さ
ら
に
進
め
る
こ
と
も
目
指
し
て
い
る
。

(
日
)
『
中
園
民
主
建
園
舎
大
事
記
(
初
稿
)
』
下
、
中
園
民
主
建
園
舎

中
常
曾
・
中
華
全
岡
工
商
業
聯
ム
円
台
国
史
料
工
作
委
員
合
困
難
公
室
、
一

九
八

O
年
(
以
下
、
『
油
印
本
』
と
略
稀
)
、
五
四
l
七
頁
。

な
お
『
油
印
本
』
を
民
建
と
と
も
に
共
同
編
輯
し
て
い
る
中
華
全

園
工
尚
業
聯
合
舎
(
以
下
、
工
尚
聯
と
略
稽
)
は
、
一
九
五
三
年
に

成
立
し
た
組
織
で
民
建
が
も
と
も
と
政
治
的
な
小
黛
ほ
と
し
て
成
立

し
た
こ
と
と
比
較
す
る
と
、
基
本
的
に
は
経
済
圏
鐙
と
し
て
の
性
格

を
持
っ
て
い
た
。
こ
の
時
期
は
民
建
と
と
も
に
中
共
の
工
商
業
政
策

を
個
々
の
企
業
家
へ
停
え
る
役
割
を
捨
い
、
機
関
誌
と
し
て
「
工
商

界
』
を
議
行
し
た
(
以
下
で
と
り
あ
り
げ
る
『
上
海
工
商
』
上
海
市

棺
案
館
裁
、

C
四
八
二
二
四
二
六
は
上
海
市
工
商
聯
の
機
関
誌

で
あ
る
)

0

(
同
)
許
機
新
「
論
民
族
資
産
階
級
的
雨
面
性
的
問
題
」
『
民
訊
」
六
五

期
、
一
九
T

九
七
年
二
月
一
六

H
、
孫
暁
村
「
現
階
段
中
岡
民
族
資
産

階
級
的
雨
面
性
問
題
」
同
前
。

(
口
)
馬
斉
彬
な
ど
編
『
中
園
共
産
黛
執
政
四
十
年
(
重
訂
本
)
」
中
共

室
市
史
出
版
世
、
一
九
九
一
年
(
以
下
、
『
執
政
四
O
年
』
と
略
稽
)
、

一一一

O
頁
。
ま
た
『
毛
津
東
選
集
』
第
五
巻
に
掲
載
さ
れ
た
こ
の
史

料
に
は
、
「
梁
激
浜
、
彰
一
湖
、
章
乃
器
と
い
う
連
中
に
は
、
屈
を

放
り
た
け
れ
ば
放
ら
せ
て
お
け
ば
よ
い
。
:
:
:
臭
い
か
臭
く
な
い
か
、

み
な
に
判
断
さ
せ
、
:
・
・
か
れ
ら
を
孤
立
さ
せ
る
の
で
あ
る
」
と
の

記
遮
が
あ
る
(
外
文
出
版
枇
版
、
一
九
七
七
年
、
五
五
二
頁
)
o

た

だ
し
、
こ
の
第
五
巻
は
一
九
九
二
年
に
毛
淳
東
の
選
集
が
再
刊
さ
れ

た
際
に
は
、
そ
の
存
在
が
無
秘
さ
れ
て
お
り
、
童
…
史
研
究
に
お
け
る

位
置
づ
け
が
暖
昧
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
毛
揮
東
が
一
九
五
七
年
一

月
段
階
で
、
す
で
に
章
乃
器
を
名
指
し
で
批
判
す
る
方
針
を
固
め
て

い
た
、
と
い
う
見
解
に
つ
い
て
は
判
断
を
保
留
し
て
お
く
。

(
凶
)
「
油
印
本
」
下
、
四
頁
。

(
日
)
「
人
民
内
部
の
矛
盾
を
正
し
く
庭
理
す
る
問
題
に
つ
い
て
(
講
話

原
稿
)
」
マ
ッ
ス
フ
ァ

l
ヵ
ー
ほ
か
編
・
徳
回
数
之
ほ
か
誇
『
毛
淳

東
の
秘
め
ら
れ
た
講
話
』
上
、
岩
波
書
出
、
一
九
九
三
年
。
そ
の
内

谷
は
現
行
の
『
毛
津
東
選
集
』
第
五
巻
の
収
録
の
も
の
と
は
相
嘗
に

異
な
っ
て
お
り
、
こ
の
駄
に
つ
い
て
徳
田
は
、
毛
津
東
が
鳴
放
の
展

開
に
危
機
感
を
い
だ
き
は
じ
め
た
五
月
か
ら
改
訂
作
業
に
入
り
、
六
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割
以
上
を
「
切
り
拾
て
」
、
「
反
右
汲
闘
争
へ
向
け
て
の
論
理
を
注
入

し
た
」
と
指
摘
し
て
い
る
(
徳
H
前
掲
諜
書
下
巻
、
一
二
三
頁
)

0

(
加
)
「
継
績
放
手
、
貫
徹
ρ

百
花
斉
放
、
百
家
手
鳴
μ

的
方
針
」
『
人

民
日
報
』
一
九
五
七
年
四
月
一

O
日。

(
幻
)
前
者
が
「
湖
南
農
民
運
動
覗
察
報
告
」
、
後
者
が
「
論
人
民
民
主

専
制
」
に
お
け
る
毛
淳
東
の
愛
弓
円
で
あ
る
。
こ
の
毛
津
束
を
想
定
し

た
批
判
は
、
一
九
五
七
年
四
月
一
五
日
の
「
民
建
中
央
常
委
委
員
曾

宣
教
工
作
座
談
曾
」
に
お
け
る
溌
言
と
さ
れ
て
い
る
(
中
園
民
主
建

園
舎
・
中
華
全
図
工
商
聯
合
曾
臨
時
工
作
委
員
合
同
編
印
「
関
於
右
汲

分
子
章
乃
器
的
材
料
』
第
二
輯
、
出
版
壮
、
出
版
年
無
(
「
序
二
百
」

の
署
名
の
日
附
は
一
九
五
七
年
七
月
一
一
日
)
、
三

O
頁。

な
お
章
乃
器
が
か
そ
の
人
の
這
を
も
っ
て
そ
の
人
を
治
め
る
が
と

い
う
毛
淳
東
の
言
説
を
、
名
指
し
は
避
け
て
批
判
し
た
の
は
、
一
九

五
O
年
で
あ
っ
た
(
蓄
稿
、
八
六
・
一

0
0
頁
)
o

逆
に
『
毛
津
東

選
集
」
(
一

l
四
巻
)
に
お
い
て
名
指
し
で
批
判
さ
れ
て
い
る
大
陸

に
と
ど
ま
っ
た
非
黛
員
知
識
人
は
、
章
乃
出
荷
の
み
で
あ
る
。
具
鐙
的

に
は
「
上
海
、
太
原
陥
落
後
の
抗
日
戦
争
の
情
勢
と
任
務
」
(
一
九

三
七
年
一
一
月
一
一
一
口
)
に
お
い
て
、
「
一
部
の
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
急

進
分
子
に
政
治
的
投
降
の
動
き
が
あ
る
(
そ
の
代
表
は
章
乃
器
)
」

と
批
判
さ
れ
て
い
る
(
外
文
出
版
枇
版
・
第
二
巻
、
一
九
七
二
年
、

七
四
頁
)

0

た
だ
し
こ
の
文
書
は
竹
内
賓
編
『
毛
淳
東
集
第
二

版
』
第
五
巻
、
蒼
蒼
社
、
一
九
八
三
年
お
よ
び
同
編
『
毛
淳
東
集
補

巻
』
第
五
巻
、
一
九
八
四
年
、
同
前
、
第
九
巻
、
一
九
八
五
年
に
は

収
録
さ
れ
お
ら
ず
、
中
華
人
民
共
和
国
成
立
後
の
『
毛
淳
東
選
集
」

が
初
出
と
判
断
さ
れ
て
い
る
。

(
辺
)
「
関
於
整
風
運
動
的
指
示
」
『
人
民
日
報
』
一
九
五
七
年
五
月
一

目
、
「
矯
什
陵
要
整
風
」
(
枇
論
)
同
前
、
一
九
五
七
年
五
月
二
日
。

(
お
)
一
九
五
七
年
五
月
六
日
に
、
民
建
常
務
舎
か
ら
各
地
の
組
織
へ
電

話
で
通
知
が
お
こ
な
わ
れ
、
成
員
が
所
属
車
位
の
整
風
運
動
に
参
加

す
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
本
舎
は
ど
ん
な
呼
び
か
け
も
働
き
か
け
も

し
な
い
と
さ
れ
た
(
『
泊
印
本
」
下
、
六
一
員
)
。

(μ)

「
執
政
四
O
年
』
一
二
四
頁
。

(
お
)
「
中
共
中
山
火
統
戟
部
奉
行
座
談
合
徴
求
民
主
黛
汲
意
見
帯
助
整

風
」
『
大
公
報
』
一
九
五
七
年
五
月
九
日
。

(
お
)
章
乃
器
「
従
グ
賠
。
和
グ
溝
。
的
思
想
基
礎
説
起
」
『
人
民
日

報
』
一
九
五
七
年
五
月
一
四

H
。

(
幻
)
「
執
政
四
O
年
』
一
二
五
頁
。

(
お
)
章
乃
器
「
関
於
中
園
民
族
資
産
階
級
的
爾
面
性
問
題
」
「
T
1

商

界
』
会
九
五
七
年
六
期
、
六
月
会

O
日
、
三
頁
。

(
却
)
前
掲
沈
志
華
書
、
五
五
四
l
五白ハ

0

(
初
)
「
執
政
四
O
年
』
一
二
五
頁
。

(
況
)
前
掲
沈
志
華
書
、
六
O
七
頁
。

(
沼
)
章
立
凡
「
四
十
年
前
是
奥
非
|
|
先
父
章
乃
器
在
一
九
五
七
年
」

『
中
図
研
究
」
二
七
期
、
一
九
九
七
年
、
二
一
頁
。

(
お
)
「
何
香
凝
的
書
面
禁
言
」
『
人
民
日
報
』
一
九
五
七
年
六
月
二
日
。

(
弘
)
前
掲
沈
志
華
書
、
六
一
一

l
二一員。

(
お
)
前
掲
岩
間
主
自
に
よ
れ
ば
、
中
共
上
海
市
委
員
舎
の
宣
惇
部
は
「
大

知
識
分
子
(
会
部
の
資
本
家
・
公
共
職
員
、
と
く
に
技
術
人
員
と

へ
の
宣
惇
を
『
大
公
報
』
に
期
待
し
た
(
一
九
l
二
O
頁
)

0

(
お
)
「
民
建
中
委
呉
大
混
不
同
意
章
乃
器
的
愛
一
百
」
『
大
公
報
」

120 

九
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五
七
年
六
月
六
日
。

(
幻
)
前
掲
沈
志
華
書
、
六
二
二

i
一
六
頁
。
ま
た
中
共
中
央
文
献
研
究

編
『
建
園
以
来
毛
浮
東
文
稿
』
第
六
加
、
中
共
中
央
文
献
出
版
祉
、

一
九
九
二
年
、
四
八
九
頁
も
参
照
の
こ
と
。

(
お
)
『
油
印
本
』
下
、
二
七
頁
。

(
却
)
中
岡
民
主
建
園
舎
中
央
常
務
委
員
舎
・
中
華
全
図
工
商
業
聯
合
曾

聯
合
指
示
「
企
図
工
商
業
者
圏
結
起
来
、
立
即
展
開
封
章
乃
器
的
反

社
合
国
主
義
的
活
動
作
堅
決
的
闘
争
」
(
一
九
五
七
年
六
月
一
九
円
)

中
園
民
主
建
園
舎
中
火
常
務
委
員
曾
宣
停
教
育
庭
編
『
批
判
章
乃
器

反
剥
舎
主
義
思
想
専
輯
』
第
一
輯
、
一
九
五
七
年
七
月
、
九
l
一
O

百
九

(
的
)
『
油
印
本
」
卜
、
八
百
八
。

(
剖
)
『
上
海
民
訊
』
針
章
乃
器
反
動
活
動
進
行
闘
争
、
一
九
五
七
年
六

月
二
二
口
、
上
海
市
桔
案
館
所
戴
C
四
七
|
二
|
二
六
人
。

(
位
)
『
上
海
民
訊
』
一
五
一
期
、
一
九
五
七
年
六
月
一
五
日
。

(
川
町
)
『
市
民
建
一
九
五
七
年
工
作
筒
報
底
稿
』
上
海
市
棺
案
舘
裁
、

c

四
七
二
七
一
、
六
一
頁
。
な
お
『
筒
報
』
の
印
字
版
は
筆
者
未

見。

(
壮
)
『
市
民
建
工
作
H
記
簿
』
上
海
市
槍
案
館
蔵
、

C
四

七

二

三

七
に
よ
る
。

(
釘
)
『
市
民
建
一
九
五
七
年
工
作
筒
報
底
稿
』
六
三
頁
。

(
必
)
上
海
工
商
聯
も
同
様
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、
詳

細
は
不
明
。
た
だ
『
上
海
市
工
商
業
聯
ム
口
合
同
一
九
五
七
年
大
事
記

(
初
稿
)
』
の
六
月
一
五
日
の
項
目
に
は
、
「
民
建
市
舎
と
市
工
商
聯

の
常
務
委
員
曾
撮
大
曾
議
は
鱗
績
し
て
章
乃
器
の
反
枇
舎
主
義
の
謬

論
に
反
駁
し
排
斥
し
た
」
と
さ
れ
て
い
る
(
上
海
市
棺
案
館
蔵
、

C

四

八

一

四

四
)

0

(
U
)

「
一
度
被
甜
言
蜜
語
停
虜
的
王
金
標
企
認
清
了
章
乃
器
反
祉
人
官
主

義
而
目
」
「
大
公
報
」
一
九
五
七
年
六
月
一
七
日
。

(
必
)
以
下
、
前
掲
「
上
海
民
訊
』
封
章
乃
器
反
動
活
動
進
行
闘
争
。

(ω)
金
支
「
談
談
民
主
風
度
」
『
大
公
報
』
一
九
五
七
年
六
月
八

H
。

(
叩
)
王
粂
士
「
章
乃
器
的
三
黙
根
本
錯
誤
」
『
上
海
工
商
』
一
九
五
七

年
二
一
期
、
六
月
二

O
日
、
四
百
九

O

(
日
)
「
和
工
商
界
人
士
談
誰
是
民
朋
友
企
不
要
上
章
乃
器
的
蛍
」
(
枇

論
)
『
大
公
報
』
一
九
五
七
年
六
月
一
七
日
。

(
臼
)
郊
其
康
「
放
鳴
日
記
十
三
天
」
(
五
月
一
一
一
日
)
『
上
海
工
商
」
一

九
五
七
年
一

O
期
、
五
月
二

O
日
、
二
二
頁
。

(
日
)
「
掲
開

f
大
刀
放
。
大
正
Y

的
序
幕
企
曾
員
熱
烈
討
論
李
康
年

同
志
的
建
議
書
」
『
上
海
民
訊
」
一
四
九
期
、
一
九
五
七
年
五
月
一

八
H
o

(
日
)
「
在
擦
大
曾
議
上
許
多
同
志
批
判
目
前
錯
誤
思
想
企
決
不
充
許
右

汲
分
子
来
機
反
封
社
合
主
義
」
前
掲
『
上
海
民
訊
』
一
五
一
期
。

(
日
)
前
掲
李
維
漢
書
、
八
一
一
一
頁
。

(
同
)
「
姑
穏
定
立
場
、
劃
清
界
線
、
明
時
間
是
非
、
批
判
章
乃
器
企
錯
誤

思
想
、
継
績
鳴
放
、
需
助
共
産
黛
整
風
」
前
掲
『
上
海
工
商
』
一
九

五
七
年
一
二
期
、
一
一
貝
。

(
日
)
一
貼
だ
け
、
楊
套
松
論
文
を
補
足
し
て
お
く
。
上
海
に
お
け
る
一

九
五
二
年
は
じ
め
の
五
反
運
動
の
賓
態
と
し
て
、
表
ー
を
掲
げ
る
棺

案
史
料
は
次
の
よ
う
な
事
賓
を
紹
介
し
て
い
る
。
「
一
月
[
の
自
殺

者
(
未
遂
を
含
む
)
、
以
下
同
様
]
は
三
人
、
二
月
は
七
三
人
、
一
二
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月
は
九
九
人
で
あ
り
、
一
一
一
月
の
白
殺
者
の
原
因
の
う
ち
脱
税
と
賃
金

の
問
題
が
三
三
名
で
あ
る
。
こ
の
一
週
間
で
の
白
殺
者
は
四
四
名
で

毎
週
の
白
殺
者
の
数
は
大
き
く
増
加
し
て
い
る
」

0

(
四
川
)
前
掲
沈
志
華
書
、
五
五
五
頁
。

(
ぬ
)
毛
繍
山
今
「
牟
出
勇
気
来
保
護
枇
合
主
義
」
『
上
海
工
商
」
一
九
五

七
年
二
一
期
、
六
月
二

O
日
、
四
頁
。

(ω)
因
み
に
本
稿
で
す
で
に
紹
介
し
た
も
の
を
除
き
、
筆
者
が
収
集
で

上海における五反運動の白殺者数

(1952.1.25--3.25) 

死亡未遂

表 1

舎 民 子 き
・主章た
中建乃も
華園器の
全曾的だ
圏中材け
工央料て
尚常」一

業務一次
暁委九の
目l員五与

害主主主
扉是主も

警ZH2 
庭育「あ
編堤序る

吉③旦 4
汲甲の
分図岩園上海市財経済委員舎聯絡組編『絶密五反蓮

子 民 名 於動情況 (46)j (五反委員曾聯絡部 3月27日)

章主は右上海市槍案舘蔵、 B182/1/3730 

乃建中 i尿
器園圏分

共計

78 

64 

14 

59 

23 

82 

15 

175 

469 

644 

10 

28 

13 

7 

299 

388 

89 

31 

41 

41 

33 

4 

37 

10 

8 

86 

170 

256 

31 

41 

本

方

計

一

方

方

計

資

勢

小

一

資

勢

小

工業

商業

其他

合計

干王反

二反

総計

的
丑
悪
一
白
貌
」
工
商
界
月
刊
枇
、
一
九
五
七
年
八
月
、
③
中
園
民
主

建
岡
舎
・
中
華
全
図
工
商
聯
合
舎
合
編
『
全
国
工
商
業
者
、
啓
一
決
打

跨
右
泳
、
積
極
参
加
整
風
、
迎
接
枇
舎
主
義
改
造
的
新
高
潮
』
財
政

経
済
出
版
壮
、
一
九
五
七
年
一

O
月
、
④
中
園
民
主
建
岡
曾
中
央
常

務
安
員
合
・
中
川
幸
全
図
工
商
業
聯
合
曾
整
風
工
作
委
員
合
編
『
章
乃

器
反
共
三
十
年
』
中
園
民
主
建
園
舎
中
央
常
務
委
員
舎
・
中
華
全
図

工
尚
業
聯
合
曾
整
風
工
作
委
員
合
同
山
版
、
一
九
五
七
年
一

O
月
初
版

(
筆
者
が
所
有
し
て
い
る
の
は
同
年
二
一
月
の
第
三
刷
)

0

(
日
)
金
沖
及
『
劉
少
奇
惇
』
六
二
一

0
1
一
頁
。

(
臼
)
「
執
政
四

O
年
』
一
二
三

1
四
一
員
。

(
日
)
前
掲
沈
志
華
書
、
四
九
二
1

三
白
(
O

(
叫
)
同
前
、
六
三
四
!
五
頁
。

(
的
)
中
共
中
央
統
戦
部
研
究
室
編
『
歴
次
全
岡
統
戦
工
作
合
同
議
概
況
和

文
献
』
棺
案
出
版
壮
、
一
九
八
八
年
、
一
一
一
六
五
頁
。
な
お
前
掲
章
立

凡
「
四
十
年
前
是
奥
非
|
|
先
父
章
乃
器
在
一
九
五
七
年
」
で
は
、

出
典
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
あ
と
に
「
右
汲
に
針
す
る
配

慮
に
つ
い
て
、
史
良
の
表
現
は
と
て
も
『
左
』
で
、
音
(
炎
培
も
章
乃

器
を
[
政
協
委
員
に
]
と
ど
め
る
こ
と
に
賛
成
で
は
な
く
、
黄
炎
培

も
か
え
っ
て
『
左
汲
』
に
な
っ
た
よ
う
だ
」
と
劉
少
奇
は
愛
言
し
た

こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

(
前
)
丸
山
昇
『
中
岡
枇
合
主
義
を
検
設
す
る
』
大
月
来
日
出
、

年。
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modern Chinese bureaucracy, and using this as a key can consider the dominant

ideology of the period.

The aim of this article is to clarify how the juanfu system was established and

in what ways it influenced the bureaucratic system from the mid-Qing onward. In

this article I first review the establishment of the juanfu system in the Qianlong

era of the Qing and its organization, chiefly in terms of the interrelationship be

tween restoration through payment, from Ming times onward, and evaluation of

the Qing, and then examine the influence of the implementation of the juanfu sys

tem on the bureaucratic system and society. Through this examination, one sees

the inefficiency of the evaluation system due to its use in combination with the

juanfu system and the strengthening of the authority of governors and governors

general over personnel matters.

ON THE "NATIONAL BOURGEOISIE" OF THE 1950S, CONSIDERED

IN LIGHT OF THE ANTI-RIGHTIST MOVEMENT OF
THE CHINA DEMOCRATIC NATIONAL

CONSTRUCTION ASSOCIATION

MIZUHA Nobuo

I understand the "national bourgeoisie" ~ 1JJ€ jt £ ~~ *& as one the most put

upon social classes in Chinese society and see the China Democratic National Con

struction Association 9=J ~~±~~1iJr as the body that represented them political

and ideologically. The term "national bourgeoisie" has extremely strong political

overtones, and thus I have put in parentheses, but it refers to the business people

and industrialists that remained on the mainland and supported the Communist

Party (or displayed no will to openly resist it). However, they were almost all

small to mid-level entrepreneurs. Incidentally, I understand the China Democratic

National Construction Association, or Minjian for short, as a faction that repre

sented the "liberalism of the small and mid-level business people and indus

trialists. "

In this article I principally examine the policy of promoting freedom of express

ion initiated by the Communist Party in 1956 to the suppression of expression

(anti-rightist movement OCkJi1&111J*) of 1957. I understand this as ultimately being

the squashing of the spirit of liberalism that had surged in the 1940s by the Com

munist Party in 1957. The following points are those from which I approach the

-4-



problem in this article.

First, while briefly reviewing the earlier scholarship, I confirm that Zhang Naiqi

~JJ~ was the most appropriate person for a consideration of the place of Min

jian in the "anti-rightist movement."

Second, I reproduce to the greatest extent possible the statements of Zhang

Naiqi from the 1940s and explore how they were suppressed in the process of

anti-rightist movement of the June 1957.

Third, I consider how criticism of Zhang Naiqi was put into practice within

Minjian and reconstruct the scene of Minjian of Shanghai that was at the time the

largest commercial city. This is due to the fact that I take the city as most directly

representative of the political trends of "national bourgeoisie."

Based on the preceding analyses, I conclude this study proposing the working

hypothesis that the subjective consciousness of the individual citizen as sovereign

and the understanding of basic human rights in China at the time appear to have

reached a level of maturity far exceeding what we have previously imagined.

-5-
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